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令和４年第３回定例会

（令和４年６月７日）

（開会 午前１０時００分）

〇中本正廣議長

ただいまの出席議員は 12 名です。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりです。

────────────・────・────────────

日程第１．一般質問

〇中本正廣議長

日程第 1、一般質問を行います。今期定例会において、お手元に配付した一般質問通告表のとおり、10

人の議員から質問の通告がありますので順次発言を許します。その前に、今定例議会から質問方式を、一

括方式からと、一問一答方式の選択制にすることにいたしました。一問一答方式につきましては、反問権

がありますので、理事者の皆さん方には、質問がありましたらしっかりしていただきたいというふうに思

っております。それでは順次発言を許します。

1 番、角田伸一議員。角田伸一議員については、一問一答方式で行いますのでよろしくお願いします。

〇角田伸一議員

おはようございます。1番、角田でございます。今朝は雨が降っておりましたが、異常気象といいます

か、今年の 5月の降水量は極端に少なく、水不足の状態にあります。農業にとりましては、まとまった雨

の欲しいところでございます。例年の梅雨入りの時期ではございますが、今のところ、中国地方は、梅雨

入りをしておりません。大きな災害の発生しない程度のまとまった雨が期待されるところでございます。

長引くコロナウイルス感染症対策につきましては、夏場に向けて、屋外でのマスクの着用の在り方をめぐ

る議論が持ち上がっております。結論が出ておらず、その行方に関心があるところでございます。町長始

め職員皆様の、日夜を問わぬ御尽力に敬意を表し、通告をしております一般質問を行います。

安芸太田町議会では、議会改革の一環として、一般質問の形式を従来の一括質問方式に加え、一問一答

方式を取り入れることになりましたので、私はこのたび、一問一答方式で一般質問に臨みます。初めての

ことでございますので、イレギュラーな事態が起きないように心がけて質問をさせていただきます。国土

強靱化について、国土強靱化計画について、計画の推進について、進捗状況の確認、計画の見直しについ

て、以上 3項目について、順次質問をいたします。

まず、国土強靱化地域計画について、今までの防災についての一般質問の中で、国土強靱化地域計画に

ついても質問した経緯がありますので、これまで行った質問内容と重複する部分があろうかとは思いま

すが、その点につきましては御配慮いただきたいと思います。災害は、忘れた頃にやってくるという言葉

がありますが、それが当てはまらない今日でございます。これまで、被害を想定し、それに対応できる事

前防災、有事のときの災害対応、緊急復旧等が防災力というものでございました。大規模な災害が発生し

たとき、従来であれば、想定外の災害として取上げられていたところでありますが、近年は、想定をはる

かに超える災害が多発する傾向にあります。想定外の大災害が発生すれば、その復旧に、膨大な経費と時

間を要することは、誰もが承知をするところでございます。こうした想定外の事態を乗り越える地域の強
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靱化を図るため、たとえどのような災害が発生したとしても、被害を 小限に抑え、迅速に復旧復興でき

る強さとしなやかさを備えた経済社会を構築することを目的とした、国土強靱化地域計画の策定が進め

られてきました。安芸太田町におきましても、昨年、国土強靱化地域計画が策定されたところでございま

す。安芸太田町には、まちづくりの指針となる第二次長期総合計画、また、防災に特化した地域防災計画

ある中で、既存の計画と、整合、調和を図りつつ、国土強靱化に関する指針となる計画であるということ

でございました。中山間地域に位置し、過疎、少子高齢化に、歯止めのかからない安芸太田町の、地域特

性をどのように捉え、どのような災害発生を想定して、国土強靱化を図ることとされたのか、答弁を求め

ます。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい、おはようございます。本日も御審議どうぞよろしくお願いいたします。まず角田議員より、国土

強靱化地域計画について特に安芸太田町の地域特性、あるいは想定される災害について御質問をいただ

きました。今も御紹介いただいたとおりでございますが、国土強靱化計画というのは、大規模な自然災害

等の影響の 小化に必要な施策を、総合的かつ計画的に実施し、強靱な地域づくりを推進するための指針

として策定したものでございました。またこれも御紹介いただいたとおり、第二次長期総合計画とも整合

調和を図るとともに、地域防災計画の上位計画として位置づけられているものでございます。その上で、

本町の地域特性でございますが、皆さんも御承知のとおり、県内 高峰のですね、恐羅漢山を始め、1000

メーターを超える高峰と深い峡谷が存在をし、散在する集落は、130 メートルから 800 メートルと、標高

差の激しい山村地域でございます。また幾つもの中小河川が太田川に流れ込むことということで、極めて

急峻で複雑な地形をしているということから、その急峻さもですね、20度以上の傾斜地が町面積の73％、

30 度以上の傾斜地が 25％を占めておりまして、改めて、この地域の地形の険しさを示しているのではな

いかと思っております。また地質もですね本町の大半が花崗岩によって形成されております。この花崗岩

質というのは風化しやすく、河川による浸食を受けやすいということで、急峻な地形の原因になってると

思っております。もう一つ気候の面でございますが、本町は県全域から見れば、高冷地帯に属しておりま

して、年の平均気温はおおむね 12.5 度でございます。県南部の沿岸地域と比較して約 2から 3度低い状

態でございます。年間の平均降水量は約 1900 ミリから 2000 ミリ程度、これほぼ中間的な値というふう

になっております。なおですね、冬場の天候というのは、山陽というよりは山陰側に類似しているという

ことでございまして、積雪期間も、2か月程度、 深 30から 50 センチの積雪の回数も多くなっていると

ころでございます。以上総合しますとですね、本町は、洪水の発生及び急峻山地の崩壊流出などのそうい

った災害が発生しやすい地形だというふうに考えておりまして、この国土強靱化地域計画においては、台

風や豪雨等に起因する洪水による浸水、それから大雨による土石流、崖崩れ等、また、大規模地震による

災害も想定してるところでございます。以上でございます。

〇中本正廣議長

はい、角田議員。

〇角田伸一議員

はい。町の特性、予想される災害について答弁をいただきました。安芸太田町の地域特性につきまして

は、地形、地質、気象状況を踏まえ、自然災害が発生しやすい地域であるということでございました。発

生しやすい災害は、自然災害として台風や、豪雨等による風水害、洪水による浸水、大雨による土砂、土
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石流、崖崩れその他、大震災を想定されているということでございます。気象に関して、冬季間は、かな

りの積雪があるとの答弁もありましたが、当然、豪雪災害等も想定はされているものと察しておきます。

町には、上流に大きなダムがある河川がありますが、ダム下流域において想定される、 悪の事態につい

ても考えておられるのか、答弁を求めます。

〇中本正廣議長

長尾総務課長。

〇長尾航治総務課長

はい。町上流域に位置するダムに関しましては、洪水調整ダムである温井ダムや、樽床ダム等の利水ダ

ム、計 6基ございまして、各管理者によりまして健全に管理をされているとこでございます。なお、ダム

放流には、各ダムから事前放流予告が屋外放送や、役場へのアラート通知により、されております。また、

その放流による災害としては、浸水被害、洗掘による道路の崩壊等を想定しております。起きてはならな

い 悪の事態ということでございますけれども、外的要因による損壊や機能不全による二次災害の発生

でございまして、地域防災計画に基づきまして、ダム管理者等との緊急対応体制を構築しているところで

ございます。また、ダム管理者において、平素の維持管理や老朽に備えた設備の更新等、推進されており

まして、豪雨時におけるダムの急激な貯水量の増加や、地震による損壊等、緊急時におけるダム管理者と

の情報共有に基づいた、下流域の住民が迅速に避難できるよう、緊急対応体制を強化することとしており

ます。答弁以上でございます。

〇中本正廣議長

はい、角田議員。

〇角田伸一議員

ダムについて 悪の事態、事態として、ダムの損壊や、機能不全を想定した、緊急対応についても検討

されているということでございますので、安心をいたしました。安芸太田町の地域特性、予想される様々

な自然災害を想定して、安芸太田町の地域強靱化を図る上で、目標を定めて実施すべきことは様々である

と思いますが、特に、重要として定められた事項や推進施策について、答弁を求めます。

〇中本正廣議長

長尾総務課長。

〇長尾航治総務課長

はい。計画の基本目標につきましては、人命の保護を 大限に図る。町及び社会の重要な機能が致命的

な障害を受けず維持される。町民の財産及び公共施設に係る被害の 小化、迅速な復旧復興に資すること

を目標としており、そのために、事前に備えるべき目標として、直接死を 大限防ぐ。被災者等の健康、

避難の生活環境を確実に確保する。必要な行政機能を確保する。等々、8つの目標を設定いたしておりま

す。また、その目標達成のためにリスクシナリオ、これは起きてはならない 悪の事態ということでござ

いますけれども、国の 45 のリスクシナリオ、県は 37 のリスクシナリオをつくられていますけれども、

それを参考としまして、町の実績を踏まえて36のシナリオを設定いたしております。以上でございます。

〇中本正廣議長

はい、角田議員。

〇角田伸一議員

国土強靱化実現のための、基本目標、推進施策について答弁をいただきました。4項目ほどあったと思

います。人命の保護、社会の重要機能の維持、公共施設、財産等の被害軽減、それに、迅速な急復興が基



6

本目標としていると。のことでございました。事前に備えるべき目標につきましても、8項目、設定、し

たということでございます。目標達成のために、36 のリスクシナリオも設定されたと答弁をいただきま

した。事前に備えるべき目標 8項目のうち、3項目については、内容の説明がありましたが、ほかにどの

ような目標が設定をされているのでしょうか。また直接死を 大限防ぐための対応をすべき施策とはど

ういうものなんでしょうか。被災者等の健康、避難生活環境に関連する施策についても、そのお考えを伺

います。

〇中本正廣議長

長尾総務課長。

〇長尾航治総務課長

はい、先ほど説明させていただきました目標の他でございますけれども、必要不可欠な情報通信機能、

情報サービスは確保する。経済活動を機能不全に陥らせない。ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネ

ットワーク等の被害を 小限にとどめるとともに、早期復旧させる。制御不能な複合災害、二次災害を発

生させない。社会経済が迅速かつ十分により強靱な姿で復興できる条件を整備するとしております。ま

た、リスクシナリオに対応した施策として、大規模自然災害時の人命の保護、迅速な救助、救急医療活動

対策、行政機能等の確保、情報通信機能の確保、経済活動の維持、ライフラインの確保、二次災害の防止、

迅速な復旧復興をテーマとして、それぞれ関連性を踏まえた上で個別の施策に関する目標施策と施策設

定を行っております。それから避難生活環境の確保でございますけれども、食料、飲料水、電気電力、燃

料等、生命に関わる、物資やエネルギー供給の停止、多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生、自衛

隊や警察等が被災することによる救助救急活動等の絶対的な不足、想定以上の大量の帰宅困難者の発生

と混乱、医療施設や関係者の絶対的不足からの医療機能の麻痺、被災地における疫病や感染症等の大規模

発生、劣悪な環境や不十分な検討管理による被災者の健康状態の悪化、死者の発生を起きてはならない

悪の事態と位置づけましてその対策を検討し、施策の方針を定めているところでございます。以上でござ

います。

〇中本正廣議長

はい、角田議員。

〇角田伸一議員

わかりやすい答弁をいただきました。強靱化につきましては、事前準備が重要であり、強く感じました。

これは安芸太田町のことではありませんが、過去の大規模災害では、直接災害に巻き込まれて亡くなられ

た人以外に、家族や親戚が被害に遭ったとか、財産を失ったとか、事業の継続が困難になったとかで、将

来を悲観し、精神的に生きる望みをなくしたとか、避難生活で体調を崩すなど、命を落とす関連死といわ

れる人がたくさんおられたということでございます。国土強靱化計画は、関連死を防ぐ計画であるといっ

ても過言ではないと言われた方がおられます。大規模災害が発生したときは、生きる望みが持てる社会を

構築するため、迅速な復旧復興が求められるところであり、国土強靱化地域計画の持つ役割は大きいと思

っております。

ここで、次の項目に移って質問を行います。計画の推進について、安芸太田町国土強靱化地域計画が策

定され、基本目標、事前に備えるべき目標、目標達成のための施策が定められました。安芸太田町の強靱

なまちづくりを、計画に沿って進めるにあたって、行政と住民が情報を共有しながら、また関係機関、連

携して取り組む必要があると思います。安芸太田町の国土強靱化の進め方について、答弁を求めます。

〇中本正廣議長
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長尾総務課長。

〇長尾航治総務課長

はい。計画の推進についてということでございます。強靱化計画による防災減災の取組を進めるために

は、本計画の目標を、住民、自主防災組織や事業所と共有し、それぞれの責任と役割分担によって、主体

的に取り組む協働による、町の強靱化を推進する必要があるため、住民、自主防災組織等の団体や事業所

等の防災減災に向けた取組を積極的に支援し、行政といたしましては各分野における強靱化に関連する

施策について、強靱化計画を指針として整合性を図り、各セクションの密接な連携を図ってまいります。

また強靱化計画を着実かつ効果的に進めるために、国や、県の支援を受けつつ、近隣市町と連携して、ハ

ード、ソフト両面での取組を強化するとともに、関係行政団体ですね、警察、消防、医療、福祉と、関係

機関や、そのほか、ＮＰＯ団体、民間事業者等と連携した災害時の対応体制を強化してまいります。

〇中本正廣議長

はい、角田議員。

〇角田伸一議員

国土強靱化計画を進めるにあたっての、推進体制、進め方についての答弁をいただきました。大きく分

けて 3項目あったと思います。町民、町内の各種団体、関連機関と連携して推進を図ること。町の取組体

制の強化、行政機関の連携強化ということであったと思いますし、国、県、近隣市町、その他警察、民間

事業者まであらゆる機関と連携して推し進めるとされておりました。次のことについて、2点ほど聞かせ

ていただきたいと思います。一つ目、町民と連携ということは、町民との意思疎通が図られなくては、効

果が期待出来ないと思いますが、町民、町内の各種団体との連携の方法、また、現在の取組状況はどうな

っておりますか。二つ目、役場庁内での取組体制について、各部署が、通常業務に加え、果たすべき役割

についてどのように想定されているか。主なものについて聞かせてください。

〇中本正廣議長

長尾総務課長。

〇長尾航治総務課長

はい。まず、町民との連携、現在の取組状況について御質問頂戴いたしました。4月現在では自主防災

組織が、現在、8団体、組織されておりますけれども、連携や情報共有が停滞していたために、現状では、

大雨等によります避難情報発令時においても、これは防災行政無線による情報提供のみにとどまってお

るところでございます。近年の災害の激甚化によって、防災災害に対する関心が高まっていることから、

改めて情報の提供と共有に取り組んでまいりたいと考えております。それから役場内の取組体制でござ

います。本計画を進めるために設定した施策分野において、複数の課で担当することといたしておりま

す。具体例といたしましては、例えば空き家対策でございましたら、利活用の促進と解体撤去の面で、住

民課と建設課、防災意識の教育では、教育課と危機管理室、要配慮者の避難支援では、総務課と健康福祉

課、危機管理室、高齢者世帯の除排雪支援では、健康福祉課と危機管理室及び社会福祉協議会の連携とい

ったようにですね、複数の課室で連携して取り組むことといたしており、10 の分野を設定して、これを

取り組むことといたしております。なお、加えて、横断的分野として、課室を定めずに取り組む分野もご

ざいまして、指導者や地域のリーダーとなる人材の育成を支援する取組や、施設老朽化対策など、各施設

管理担当課において、インフラの維持管理、更新を実施する取組も設定をいたしております。また、本計

画では、現状の課題と課題の抽出と目標とする指標設定を行っていることから、取組を、検証を今後も行

ってまいります。以上でございます。
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〇中本正廣議長

はい、角田議員。

〇角田伸一議員

ただいまの答弁の内容について、2点ほど、再度お尋ねしたいことがあります。一つずつ伺います。庁

内連携というところで、支所のことについて触れられていなかったと思いますが、支所の果たすべき役割

等について、お答えを、お考えを聞かせていただきたいと思います。

〇中本正廣議長

長尾総務課長。

〇長尾航治総務課長

はい。国土強靱化地域計画は、町行政全体としての現在の施策における概要を抽出し、脆弱性の評価を

行った上で目標となる指標を設定いたしております。支所におきましては、地域防災計画、安芸太田町地

域防災計画によって、災害時の対応の事務分掌を定めておりまして、強靱化計画に沿った対応を行うこと

といたしております。また分野別の取組に関しましては、有害鳥獣対策等、支所における業務もあり、町

行政、町行政全体で本計画の推進に取り組んでまいります。以上でございます。

〇中本正廣議長

角田議員。

〇角田伸一議員

はい。支所の件については承知をいたしました。町民との連携についてもう一度質問いたします。自主

防災組織、8団体、連携や情報共有が十分ではないと受け取れる答弁がございました。国土強靱化の目的

に掲げられている人命を守るということにおいて、行政と住民が も密に情報を共有し、連携を図らなけ

ればならないことが出来ていなかったと受け止められますが、町長の肝いりで設置されました危機管理

室の危機管理能力に問題はありませんか。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい。町民との情報共有、連携について改めて御指摘をいただきました。大変重要な観点だと思ってお

ります。危機管理室がやはりそれをしっかり取り組まなければならないことだと思っておりますが、コロ

ナのこともあり、なかなか、町内、町外に出る機会もなかったと思います。改めてその点については、危

機管理室の今年度の大きな課題だと思っておりますし、あわせて昨年度の8月の災害のときにもですね、

情報発信という意味で、少し不十分ではないかという指摘は、これ議会でもあったところでございまし

て、そういったところも含めて、これから危機管理室の大きなテーマとして、今年度しっかり取り組んで

いきたいと思っております。

〇中本正廣議長

角田議員。

〇角田伸一議員

はい。答弁のあったとおり、取り組んでいただきたいと思います。次の項目に移ります。進捗状況の確

認、計画の見直しについて。第二次安芸太田町長期総合計画、地域防災計画と整合性を図りつつ、国土強

靱化を進める中で、年度ごとの達成目標もあることと思いますが、事業の進捗状況の確認等についての考

え方、計画の見直しについての考え方について答弁を求めます。
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〇中本正廣議長

長尾総務課長。

〇長尾航治総務課長

はい、国土強靱化地域計画におきまして、毎年度、それぞれのリスクシナリオごとに取組内容、指標の

変動状況等を把握、整理いたしまして、必要に応じて見直しを行うことといたしており、前年度の取組内

容の整理を行います。本計画は、国や県における施策の動向や、さっきもありました、長期総合計画をは

じめとする、町の他の計画との整合性を図ることから、必要に応じて内容の修正を行うことといたしてお

ります。計画の見直しにつきましてですが、5か年ごとの見直しを考えております。毎年度の課題等の把

握、整理をもとに長期総合計画の次期計画策定時に合わせ、強靱化地域計画も検証と見直しを行ってまい

ります。なおこれまで、自主防災組織との連携や支援といった取組が出来ていなかったこと、また、近年

の激甚化している各地の災害によって、住民の皆様の防災に関する関心が高まっておりますことから、毎

年、梅雨前に行っているハザードマップの全戸配布とともに、自治会や自主防災組織との連携の再構築を

図るため、避難指示等の発令時における避難の行動の方法、ハザードマップの見方の説明、地域での課題

の聞き取りといった、情報共有、これを、先ほど町長のほうからもありましたとおり、地域に出向いてで

すね、こういった情報共有を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。

〇中本正廣議長

角田議員。

〇角田伸一議員

はい。あらゆる災害等を想定し、 悪の事態を招かないよう、平素から持続的に地域づくりを展開する

ことだと強く感じたところでございます。これから災害の発生しやすい時期に差しかかりますが、大きな

災害が発生しないことを願って、国土強靱化についての質問を終わります。

次の質問に移ります。道の駅来夢とごうち再整備について。再整備計画策定の進捗状況、産業振興との

連携についての 2項目について、順次質問をいたします。再整備計画策定の進捗状況について、道の駅来

夢とごうちは、平成 31年 1 月 30 日に、地域商社による道の駅の運営、インバウンド事業の機能強化、道

の駅周辺の自然景観を生かした交流事業の活性化を図るということで、重点道の駅に選定され、再整備に

大きな期待が寄せられたところでございます。すぐにでも整備計画が示され、再整備されるものと思って

いましたが、数年が経過をしました。町では、住民の意見を聞き、また、道の駅来夢とごうち再整備基本

計画検討委員会を開催し、計画策定に向けた動きがありますが、明確な計画は、示されてないというとこ

ろでございます。計画策定に向けた取組の経過、建設に向けた今後のスケジュールについて答弁を求めま

す。

〇中本正廣議長

菅田産業観光課長。

〇菅田裕二産業観光課長

はい。道の駅来夢とごうちの再整備計画におけます、これまでの計画に向けた取組について、答弁をさ

せていただきます。この再整備計画につきましては、令和 2 年度から再整備計画を策定するということ

で、令和 2 年 8 月に住民意見交換会 4 会場で実施をし、また令和 3 年 3 月に、町民、各種団体等から構

成する、策定検討委員会を設置して課題の取りまとめを行いました。令和 3年度から、庁舎内の機構改革

により、新体制で実施することとし、産業観光課が事務局を行い、策定委員会につきましては 8 月、11

月、2月と 3回行ったところでございます。また、住民の皆様の御意見を伺い、どのような道の駅を望ま
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れ、どのような機能を配置してほしいかという目的で、住民意見交換会を 10 月 23 日から 29 日の間、4

会場で実施したところでございます。新型コロナウイルス感染症蔓延防止期間や、8月の集中豪雨、台風

により 2 回にわたり延期するなど、スケジュールどおり事業が実施出来ませんでした。計画の取りまと

めに関しては、導入機能と動線計画の再検討が必要であること、また、ハード面の議論が先行しますと、

将来的な道の駅の形骸化を招く恐れがあると策定委員会での意見も踏まえ、令和 3 年度までを中間報告

として取りまとめました。建設に向けた今後のスケジュールにつきましては、町長のほうから答弁を申し

上げます。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

失礼しました。改めて今もうお話をしたとおり、経過についてはお話をしたとおりでございます。もち

ろん、大変町民の皆さんも注目をされているものでございますので、できるだけ早くつくりたいと思いな

がらも、少し私としては丁寧に進めなければならないと思っておりました。ただそれと、それ以上に、コ

ロナの関係もありましてですね、私どもの想定のように進んでいないというのは事実でございます。本来

であれば、昨年度中に、基本計画が取りまとまって、今年度は、詳細設計なりに着手する予定でございま

したが、今申し上げたようなスケジュール感の中で、基本計画がまだ取りまとまっていないということ。

もう一つはですね、策定検討委員会の中でも、きちんと皆さん来ていただいて、道の駅自身で儲けていく

というか自走できるような、形を考えるべきではないか。その意味で、例えば、官民連携のような手法も

考えるべきではないかという御指摘もありましたもんですから、今年度はですね、改めて、そういった取

組について計画、まとめさせていただきながら、基本構想をしっかりまとめていこうと思っております。

また観光と産業振興のエンジンとしての役割が期待されておりますものですから、そういった部分でも

今年度しっかりとの議論を進めていきたいと思っております。改めて、具体的には、今申し上げたような

点を考えながら、官民連携の手法についても今年度調査をさせていただきたいと思っております。また道

の駅のですね、このゾーニングもまだ取りまとまっておりませんが、これも、今後、国道や町道の整備も

必要ということでございますので、現在、国土交通省、さらには広島県とも協議をしながら、計画の具体

化に向けて議論させていただいております。ちなみに、国土交通省のほうにはですね、4月には議会のほ

うでも東京へ行っていただいてですね、大臣直接、状況の説明もしていただいたというふうに聞いている

ところでございます。一応全体の予定では、いわゆるＰＦＩを使わない、官民連携を使わないという形で

あれば、令和 5、6 年度に設計業務、それから、7 年度から設計工事を経て、 短で令和 8 年度、営業開

始ということになりますが、官民連携になりますと、その間に少しまた手続も入りますので、5、6 年度

に事業者選定を行って、それから、そのあと、決まった選定業者さんが中心になって、7、8 年度に設計

と建設ということになりますので、 短で令和 9年度、運用開始、というようなスケジュールになろうか

と思っております。一応そういう予定ではございますけれども、詳細決まり次第ですね、また町民の皆

様、あるいは議会の皆様にも御報告をしながら計画を進めていきたいと思っております。以上でございま

す。

〇中本正廣議長

角田議員。

〇角田伸一議員

住民との意見交換会、また、策定検討委員会の意見を取り入れた中間報告を取りまとめたということで
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ございました。また、国道と道の駅の一体的な整備について協議がされていること。設計、建設運営につ

いて、従来から進めてきた方法の他、民間主体方式についても検討されていると。いうように受け止めま

した。方式の採用方法によっては、建設スケジュールにも変更があるとのことでございました。いずれに

しましても、スピード感を持って取り組まれるべきだと思います。また、従来方式、民間主体方式につき

ましては、メリット、デメリットの比較ができる資料をもっての説明が必要かと思います。道の駅の運営

につきましては、重点道の駅の選定段階で、地域商社あきおおたが運営することになっていたと思ってお

りますが、従来の道の駅再整備方針は、施設を建設する側、施設の管理運営する者が異なっているわけで

すから、施設を管理運営する側の、道の駅管理運営構想が生かされる、道の駅整備が進められるべきと思

っております。管理運営する側としても、現段階から道の駅を中心に経済活動を展開する関係団体との協

力体制の構築等が必要と思いますが、地域商社あきおおたが、再整備される道の駅の運営について、どの

ように準備を進められているのか、答弁を求めます。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

橋本町長。

はい。改めて道の駅の運営について、とりわけあきおおたの関わりについての御質問いただきました。

もう御紹介もありましたように、元々この重点道の駅の指定を受けたときにはですね、企画の中身が、地

域商社によって、地域商社そのものが、商社機能と、それから地域のＤＭＯ機能、それから道の駅の運営

と、これを三つを合わせて取り組んでいく。そういった意味での道の駅という、計画でございまして、そ

の中身で平成 31 年 4 月に指定を受けているわけでございまして、要はその道の駅が運営にも関わってく

るということについて現状ではですね、基本的にはその考え方変えてるつもりはありません。ですから、

この道の駅の再整備計画の策定にあたってですね、地域商社のほうからも策定検討委員会の委員と、それ

からもう一つ、庁内のプロジェクト会議の両方にですね、委員として関わっていただいて、建設の段階か

ら関わっていただきながらということで対応させていただいております。ただ、先ほどもお話をしたとお

り、策定委員会の中ではですね、やはり、道の駅、単純につくるだけではなくて、きちんと自走するよう

に、民間活力の導入もあわせて検討するべきではないかという御指摘がありました。そういった意味で、

繰り返しになります。現状では、地域商社が改めて道の駅の運営についても担当するということではあり

ますが、官民連携、場合によっては民間が設立、さらには、運営についても、別の事業者がですね、担当

することによるメリット・デメリット、それぞれしっかりと、検討させていただく。また、運営について

は、別の会社さんが動かれるにしても、 近よく聞いておりますのがそうはいっても、オペレーションは

ですね、やはり地元の人間、あるいは地元の企業に任せたいというようなパターンもあります。要は民間

の設置者が、道の駅の運営について、委託のような形で、例えば地域商社に出すということもあるかもし

れません。そういったいろいろな方法をこれから考えさせていただきながら、官民連携の事業調査の中で

今年度ですね、しっかり検討させていただきたいと思っております。以上でございます。

〇中本正廣議長

角田議員。

〇角田伸一議員

はい。管理をするものがですね、自走できるということがですね、理想かと思います。道の駅といえば、

広い駐車場があって、ゆったりと休憩が出来、その土地の特産品を手に入れることを目的としている人が
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多いのではないかというように思います。限られた位置、限られたスペースでの道の駅の再整備ですか

ら、必要とする機能を充実する方向での再整備を期待するところでございます。

次の項目に移ります。産業振興との連携。道の駅を核とした道の駅周辺のにぎわい活性化、町内の産業

観光振興が、図られなければ、地元としての道の駅の存在価値は乏しいものになります。産業振興での道

の駅との関わりということになれば、農業分野の新鮮な野菜の生産や加工が挙げられます。安芸太田町の

描く道の駅を核とした農業振興とはどのようなものなのでしょうか、お考えを伺います。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい。続きまして道の駅を核とした農業振興ということで御質問いただきました。改めて道の駅を核と

したという意味ではですね、やはり我々、産直市をやはり考えてるわけでございまして、産直市に多くの

町民の皆さんが、野菜を中心に出荷をいただいて、販売する体制を整備するということがやはり重要では

ないかと思っております。にぎわいのある産直市にしようと思うと、やはり、出荷いただく野菜をそもそ

も増やす必要があるんですけれども、ただ増やすだけではなくって、例えば、どういった野菜がどの時期

に売れるか、あるいはそれを、いつ栽培していただければよいか、また、特にお客さんが買いたい野菜と

は何かとかですね、そういったことをやはり戦略的に考えていく必要があろうかと思っております。そう

いった取組を進めていくためには、栽培技術に関する指導ですとか、あるいは集荷システムの確立、さら

にはまた、足りないものを、やはり町外から仕入れてくる。さらにはまた、加工品の展開を考える。そう

いった様々な課題があるというふうに思っておりまして、こういった取組、あるいはこういった課題を対

応するためにも、町としてもこれまで以上にですね、この産直市の、企画については、関わっていかなけ

ればならないと思っております。ちなみに、現状はですね、現状の産直市は、産直市組合から、地域商社

あきおおたが運営を受託するという形になっておりまして、これまで以上にこの産直市を変えていく、あ

るいは町として関わっていこうと思うと、ここら辺の関係というか、特に、ＪＡの広島市さんとの関係も

整理をしていく必要があると考えているところでございます。以上でございます。

〇中本正廣議長

角田議員。

〇角田伸一議員

道の駅を核とした農業振興は、産直市に出荷する農産物の生産振興、売れるものづくり、品質、出荷時

期と、コーディネーターの必要性について触れられました。以前から、町として、農業技術員の配置につ

いて、積極的な姿勢を示されておりました。道の駅を核とした産業振興の足がかりになると期待をすると

ころでございますが、現在の状況はいかがでしょうか。

〇中本正廣議長

菅田産業観光課長。

〇菅田裕二産業観光課長

はい、農業技術員の配置の現状について御質問いただきました。営農専門員につきましては、農業振興

を進めていく上で必要であるということで、今年度の予算に組み込まさせていただいております。主な業

務内容としまして、産直市の体制強化でありますとか、広島活力生の自立促進、安芸太田町の農業振興策

定業務などがあります。既に、6 月 1 日から勤務を開始し、上半期は課題の抽出、下半期につきまして、

その対応協議をするよう予定をしておるところでございます。以前は、県の農業改良普及所にお勤めにな
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られていた方で、経営指導や、6次産業化にも専門とされておられました。本町の指導も行っておりまし

たので、町の概要は既に把握をしておられます。営農専門員の氏名は「よしながみわこ」営農専門員でご

ざいます。栽培技術の指導などにつきましては、ＪＡや県とも連携を図っていただくつもりであり、ま

た、農業振興計画の策定につきましては、別途外部の専門業者も使いながら、今後の農業振興の在り方を

整理してまいります。以上でございます。

〇中本正廣議長

角田議員。

〇角田伸一議員

安芸太田町の農地は、中山間地域直接支払事業等の農業施策に取組ながらも、遊休農地は拡大を続け、

農業も活発とはいえない状況にあります。道の駅を核とした農業振興、農業技術員の設置で、新たな農業

振興が図られると期待をしておるところでございます。期待を裏切らないようにしていただきたいと思

います。以上で私の一般質問を終わります。

〇中本正廣議長

以上で角田議員の一般質問を終わります。しばらく休憩いたします。

                休憩 午前１０：５１分

                再開 午前１０：５６分

〇中本正廣議長

休憩前に引き続き一般質問を続けます。3番、佐々木道則議員。佐々木道則議員は一括方式で行います

のでよろしくお願いします。

〇佐々木道則議員

3番議員の、佐々木道則でございます。私は本定例会において、質問事項といたしまして公共施設管理

について、懸案事項の進捗について、河川浚渫の状況についての、3項目を通告をさせていただいており

ます。ただいまの議長のほうからもありましたように、本定例会から議会改革の一環として、一般質問の

方法が、一問一答方式、あるいは、従来の一括方式の選択制ということになっておりますが、私は、古い

人間なんでしょうか。選択制で、一括方式で質問をさせていただきたいと思います。

それでは順次、まず 1 項目目でございますが、公共施設の施設管理についてお尋ねをさせていただき

ます。国においては、長期的な姿勢に立った、老朽化対策の推進、適切な維持管理、修繕の実施、トータ

ルコストの縮減、定性化、計画の不断の見直し、充実により、公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推

進をするために、公共施設等総合管理計画の策定が求められ、このことを受けて、安芸太田町において

も、平成 29年 3月に、安芸太田町公共施設等総合管理計画が策定され、その計画において、今後の在り

方について、基本的な方向を示すものとして位置づけ、町の上位基本計画である第二次安芸太田町長期総

合計画の基本方針のもと、他の行政計画と連動させ、公共建築物の大規模改修時期や、建て替え、更新時

期が今後増加することを踏まえ、更新費用等の負担を分散軽減することを考慮し、計画期間内に、取組方

針や具体的な目標設定など柔軟に対応し、必要に応じ、計画の見直し等を図ることとされております。こ

の公共施設等総合管理計画については、私は、令和 3年 6月、第 3回定例会の一般質問において、期間内
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に、取組方針や具体的な目標設定などに柔軟に対応し、必要に応じて計画の見直し等を図るとされており

ますが、現在まで、計画の見直しをされたかどうか、想定される維持コストにおける、財政負担の在り方、

その整理など、慎重かつ適正に行っていかなければならないということで、見直しをどうかと、いうよう

な質問をさせていただいております。そのときに、執行部のほうからは、公共、今まで、公共施設等総合

管理計画の見直しというものは行っておりませんが、本年、これは令和 3年でございますが、国から、公

共施設総合管理計画が、作成以後 5年を経過したということで、国から、本年度における計画見直しの要

請が来ており、計画策定以後、計画を見直してないので、それ以降に設置した施設等もあり、今年度、こ

れは 3年度ですね、のことですが、計画の見直し作業を進めていきたいという答弁でございました。

そこで、2点についてお尋ねをいたします。まず 1点目。安芸太田町公共施設等管理計画の、見直しに

ついてですが、平成 29年 3 月に作成された、安芸太田町公共施設等総合管理計画に基づいて、計画的な

公共施設管理を推進されているところですが、先ほど言いましたように、計画の中に、取組方針や具体的

な目標設定などに柔軟に対応し、必要に応じ計画の見直し等行うこととされており、新しい安芸太田町公

共施設等総合管理計画、状況見直し作業の現在の進捗状況について。2 点目として、町長より、同じく、

安芸太田町公共施設等管理計画の質問に対し重要な案件だと考えており、今年度特に重要な取組、本年、

取り組んでほしい課題については、各課長に話をしたところですが、財政部局における 1 番の課題とし

て、この問題を挙げさせていただいており、この公共施設の総合管理計画を、しっかり進めということ

で、公共施設の総合管理計画についても、担当である財政担当を中心に進めていくことに。さらには、こ

の計画をできれば、まさに行政改革の一環であり、今後、この行財政審議会の新たなミッションとして、

しっかり行政の仕事ぶりについて見ていただきながら、進めていきたいというふうに考えておるという

ような答弁でございました。それ以降、この案件について、行財政審議会において協議をされたことがあ

るのか。もしされていれば、審議会委員から、どのような意見が出されたのか、以上 2点について、町の

見解を求めます。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい。公共施設の管理についてということで公共施設等総合管理計画についての見直しについて、御質

問いただきました。まず進捗状況ということでございましたが、改めて、これも議員の御指摘のとおりで

すね、この公共施設等総合管理計画は策定から 5年が経過しておりまして、この間、国からは、インフラ

長寿命化計画の見直しを踏まえるなどの計画見直しの要請を受けてるとこでございます。それを受けて、

町としても、現在、令和 5年度末までに、この計画の見直しを行うことで予定を組んでいるところでござ

います。見直しにあたっては、これも、答弁をさせていただいたとおりで、今、議員からも御紹介いただ

きました、町の行財政審議会の御意見をいただきながらですね、進めることとしておりまして、審議会の

開催は、今年の 1月、昨年度の、昨年度になりますけども、今年の 1月にですね、第 1回目の開催を予定

して進めておったわけでございますが、ちょうどまん延防止等重点措置の期間に当たりましてですね、や

むを得ず、書面決議として、審議会における審議事項ですとか、あるいはスケジュールについてお諮りを

させていただきました。今後のスケジュールなんですが、改めて、なかなかコロナ禍のこともありますけ

れども、年 2回程度は、この審議会を開かせていただきながら、まずは、今年度中に、公共施設等総合管

理計画の改定を進めていくと、来年度中に、個別施設の計画の改定も進めていきたいということで予定を

させていただいております。この公共施設等の在り方についてはですね、従来から私も申し上げておりま
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すが、まずは、施設の有効活用、これまで以上の有効活用を目指していくと。その上で、場合によっては

必要性なども吟味をしながらですね、施設の廃止も視野に入れて、この計画の見直し作業を進めていきた

いというふうに思っております。ちなみに、行財政審議会の委員の皆さんからのコメントといいますか、

でございますが、これ先ほども申し上げましたように、審議会そのものはですね、現在委員の皆さんに集

まっていただいての開催が出来ておりませんので、意見聴取という意味ではまだ出来ておりませんけれ

ども、個別に委員の皆さんからいただいた御意見としては、公共施設の維持に伴う、細かなコストの十分

な把握の必要性ですとか、あるいは積極的な施設の利用促進、そして地域住民のニーズの変化を的確に把

握した上で、施設の在り方の検討を進めるべきだといったような御意見をいただいているところでござ

います。以上でございます。

〇中本正廣議長

佐々木議員。

〇佐々木道則議員

はい、町長の現在の計画の進捗状況の御答弁をいただいたわけですが、ちょっと私も全部要所、書きき

れませんでしたので、改めて何点か、再質問という形でさせていただきたいと思います。まず 1点目とし

て見直し作業は、恐らく 5年度末、お聞きをしたようなんですが、改めて見直し作業中の公共施設の総合

管理計画、個別施策計画の策定完了年度にお願いをします。2点目として、国の策定方針を見てみますと、

総合管理計画は、所有施設の現状、施設全体の管理に関する基本的な方針の見直し、個別施設計画は、点

検、診断によって得られた個別施設の状態、維持管理、更新等に係る対策内容、実施時期、対策費用等を

定めるものとされており、この計画策定については、いわゆる業者に委託をされるのか、あくまでも町の

ほうで、町の職員で実施をされるのか。3点目、もし、町のほうで、業者委託とされる場合において、事

業費はどのようになるのか。次に、先ほどの答弁で確かコロナ拡大の観点から、審議会においては書面決

議というような御答弁であったように思いますが、いわゆるこの計画を書面決議というのはどういう内

容で、書面決議をされたのか。通常は書面決議ということであれば、総会の金額の費用とかそういうもの

を回しての、書面決議と、いうように私は思うんですが、審議会にかけられることが書面決議というのは

どういう内容なのかなということでございます。審議会において、今後、見直しについてどのような内容

で審議をされようとしておるのか。以上 5点について再質問させていただきます。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

失礼しました。改めてですね、まずはそのスケジュールなんですが、総合管理計画を令和 4年の末、そ

れから、個別の施設計画が令和 5年度末ということです。それから審議会のほうについてはですね、今回

書面決議といいますが、まず委員長の選定と、それから全体のスケジュール感について協議をさせていた

だくというか、ということでございまして、中身についてはまだこれからということになっております。

ですかね。その他の質問については、担当から話をさせていただきます。

〇中本正廣議長

郷田総務課課長補佐。

〇郷田亮総務課課長補佐

はい。質問に対する答弁としまして、ちょっと私のほうから回答させていただきます。個別、計画等々

もなんですけれども、まず、計画の作成につきましては、一応町独自で改定を行うというふうに、今、予
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定をしております。また、事業費につきましても業者委託ではないといったことがございますので、今の

ところは行財政審議会の運営に係るものを予算計上させていただいているとこでございます。今後の審

議の具体的な内容につきましては、先ほど議員さんのほうからありましたとおり、過去に行った対策であ

りますとか、長寿化の効果でありますとか、そういった国が新たに定義した計画必須事項の追加でありま

すとか、また個別施設の管理の方向性、適用方策についてお諮りをさせていただく予定としております。

どちらにしても他市町の事例を参考にしながら今後作業を進めていきたいというふうに思っております。

以上です。

〇中本正廣議長

はい、佐々木道則議員。

〇佐々木道則議員

どうも意思の疎通が悪いので申し訳ございません。管理計画、町独自でやられるということであるんで

しょうが、1点今の計画をですね、踏襲するのでは、計画の策定にはならんと思うんですよ。あくまでも

施設等の老朽化、修繕箇所等の調査もですね、必要になってくると思うんで、私の個人の考えとしては、

町独自で実施するというのは、ちょっと無理なところがあるのかなと。業務内容についてですね、町独自

でやろうとすると、通常の仕事をしながらですね、この仕事ができるかなという思いはございます。今後

ですね、町の施設、1万何がしあったと思うんですが、かかる費用がですね、過去のそれを修繕、建て替

えも含めてですが、やった場合はですね、過去の投資経費を大きく上回る、町長も御存じのように、試算

では 480 ぐらいかかる。60 年でですね、ような数字だったように記憶をしておりますが、先ほど言いま

したようにやっぱりですね、公共施設等の利活用の促進、いわゆる遊休の施設があるとは言いませんが、

完全に利活用が進んでない施設も多々あるんじゃないでしょうか。そのことも含めてですね、計画的にか

つ効率的にですね、整備、管理をしていただいて、いわゆる町民の皆さんの将来負担の軽減を図っていた

だきたいということと、見直し等を行って、行うと同時に、いわゆる現在の施設の適切な管理を取り組ん

でいただきたいと思います。

次にですね、１点、杉の泊ホビーフィールドについてお伺いをさせていただきます。これはもう皆さん

御存じのように、杉の泊ホビーフィールドについては、指定管理委託施設として業務運営がされておりま

すが、令和 3年度末において指定管理委託が終了することに伴い、新たな指定管理者を公募され、管理者

が選考により指定されましたが、その指定の方より辞退届ということが提出をされまして、4月以降につ

いては、新たな指定管理者を公募し、次の指定管理が決定するまで、直営で運営をするということをお聞

きをしております。そこで、現在の杉の泊ホビーフィールドの、現在の状況について答弁を求めます。

〇中本正廣議長

菅田産業観光課長。

〇菅田裕二産業観光課長

はい、杉の泊ホビーフィールドの現状につきまして答弁をいたします。この施設につきましては、平成

9年開設以来、滞在型の観光施設として、オートキャンプ場を中心に運営をしております。これまで大型

キャンプ場としての団体客、長期間利用をしていただいたり、サッカーを中心としたスポーツ広場として

利用していただいております。本町は指定管理により業務を運営しており、昨年度末まで指定期間終了に

伴い、昨年 12 月の定例議会において、指定管理者の指定について議会議決をいただいたところでござい

ます。御指摘のとおり、指定管理、指定した事業者につきましては 3月 2日で辞退届が提出され、次の指

定管理者決定まで、施設の管理につきましては、直営で行っております。今年度の対応としまして、4月
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4 日から指定管理者の公募受け付けを行うこととし、2 者の問合せがありました。1 者から、参加希望の

表明がありましたが、申請手続に期限、間に合いませんでしたので、応募者なしという結果となったとこ

ろでございます。本町として、引き続き指定管理者を募集することとして、審査終了後、議会の議決を得

るよう予定をしております。応募者を含みます各事業者に聞き取りを行いましたが、広大な広場を利用し

て、遊び場として活用できる施設であるということで、評価を得ているところです。民間事業者の自由な

発想により、この施設を有効活用するよう、町でも、考えておりますので、そのように進めていきたいと

いうふうに思っております。以上でございます。

〇中本正廣議長

佐々木道則議員。

〇佐々木道則議員

はい、ただいま産業観光課長の答弁では、現在では、指定管理者、決定しておらずが、引き続き公募等

をして募集することでありました。やはり町営施設でありますが、特にホビーフィールド等は、直営とい

うことになると、恐らく産業観光課で直営で持つんでしょうが、場所的にも離れてますしね、なかなか施

設の管理というのは限界があるんじゃないですか、直営では。前の従前の温井スプリングスを直営にちょ

っとやったときも、私も質問したことがありますが、草が伸び放題で管理が行き届いてないというような

こともございましたが、やはり町の、一応観光施設、ということでございますんで、早急に指定管理者を

決定していただいて、施設の有効管理に取り組んでいただくことを申し添えて、次の質問に移ります。

2 項目めでございますが、この件につきましてはですね、私これ質問を、一般質問の提出が 5 月の 24

日だったかな、だったので、それに合わせて質問事項をつくっとったんですが、昨日のですね、地方創生

の会議でこの 3 点についてはですね、執行部のほうより説明をいただきました。いうようなことで内容

がですね、私の質問内容が重複することがあろうかと思いますが、そこのところは御容赦いただいて御答

弁のほどお願いをいたします。1点目でございます。まず、加計スマートフルインター化についてですが、

この件については前回の議会で私が質問し、答弁をいただいておりますが、本年度においては、フルイン

ター化整備効果等を調査業務を実施すべく、当初予算、4年度予算ですが、800 万、今回の 6月定例で 200

万円の補正予算が計上をされております。こういうことに対しては、執行部の皆さんの当事業に対する本

気度が伝わってまいりますが、そこで改めてお尋ねをしますが、フルインター化概略設計検討業務、概略

設計の作成、また、概算事業費の算出等を行われたものと思いますが、その事業の結果、また、それに付

随する関係機関との協議結果、それを受けて、町として、今後どのように対応をされていくのか。まず、

1 点、その件でございます。次がですね、滝山川の橋梁、河川橋梁撤去についてでございます。これは、

長年の懸案事項でありました。滝山川河川改良の撤去事業が、3年度において、設計にかかる前段として、

測量業務を実施され、本年度これ 4 年度でございますが、実施設計業務に取り組まれる予算が計上をさ

れております。そこで、現在の事業に対する進捗状況、今後のスケジュールについてどのようになってい

るのか、答弁を求めます。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい。改めて加計スマートインターのフルインター化について、御質問いただきました。御紹介をいた

だいたとおりでございますが、加計スマートインターチェンジのフルインター化については、可能性調査

のための概略検討業務、これ昨年度補正予算でお認めいただきまして、現在はこの予算を使いながらです
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ね、概略設計と概算事業費の算出を進めているところでございます。その上で、その概略検討業務全体は

ですね、大変申し訳ありません、本年 8月までに報告書を取りまとめる予定ということで、事業を進めて

いただいておりますので、その詳細まだちょっと御報告できるところがなかなかないんですが、ただ、概

略設計については概ね結果が出ているところでございまして、それをもとに、その内容を特にＮＥＸＣＯ

西日本中国支社さんと協議を行ったところでございます。行った結果、フルインター化の実現性はかなり

高いというふうに判断をさせていただいておりまして、結果として町としてはですね、これ正式に、国土

交通大臣には要望させていただきたいというふうに考えております。現在その準備を進めているところ

でございます。この要望を踏まえてですね、毎年だいたい夏頃に、国土交通省のほうで、新規準備段階調

査着手箇所を公表されているわけでございますが、そこに何とか選定いただけるように、我々としても努

力をしていきたいと、フルインター化の必要性や、多方面での整備効果について、これはこれで、町とし

ても引き続き整理を進めていきたいというふうに思っております。なお、新規準備段階調査着手箇所に選

定をされればですね、これから国のほうで、この準備段階調査としていろんな検討を進めていく各種機関

との協議も進めることとなっておりまして、町としてもですね、地区協議会の開催準備を進めることにな

るというふうに思っております。そういった取組を行うためにもですね、今年度概略調査業務を行ってお

りますが、引き続き、今年度の予算で認めていただいてます整備効果等調査業務を実施させていただきま

して、多方面での整備効果や必要性の調査、そして関係機関との協議を行うなど、フルインター化に向け

た調査設計を引き続き行う予定でございます。滝山川の件については、担当からまたお話をさせていただ

きたいと思います。

〇中本正廣議長

郷田総務課課長補佐。

〇郷田亮総務課課長補佐

はい、滝山川橋梁の撤去について担当課から答弁をさせていただきたいと思います。大規模水害時の 2

次被害防止のために国土交通省太田川河川事務所から、早期かつ計画的な撤去を求められている旧ＪＲ

橋梁河川橋梁 13 本のうち、河積阻害率や河川余裕高等から、撤去優先度の も高い滝山川河川橋梁につ

いて、国の河川改良事業等の連携による事業経費削減などの一定の整理が整ったことから、撤去工事につ

いて進めているところでございます。令和 3 年度におきましては実施設計の前段として測量業務を実施

したところであり、本年度においては実施設計業務を行い、令和 5 年から 6 年の 2 か年で、国の河川改

良事業と並行しながら、撤去工事を行う予定としております。また今回の撤去工事においては、国の事業

と密接な連携が必要であることから、実施設計の段階から、太田川河川事務所からの助言もいただく中

で、事業を進めることとしているところでございます。以上でございます。

〇中本正廣議長

佐々木道則議員。

〇佐々木道則議員

はい。インター化については、このたび着手に手を挙げられると。いうことでございますので、それは

それで期待をしております。今の河川の撤去でございますが、この事業についての費用がまだ定まってな

いと思うんですが、どちらにいたしましても、多額の費用がかかることは、見込まれます。財源、裏づけ

については、町としてはどのように取り組んでおられるのかを、再質問いたします。

〇中本正廣議長

長尾総務課長。
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〇長尾航治総務課長

事業費関係のことについて、御質問をいただきましたので担当課長の方から説明をさせていただきま

す。この滝山川、ＪＲ、旧ＪＲ橋梁でございますけれども、測量業務に関しましては完了いたしまして、

概算の工事費に関しましては、これは、直工ベースですけれども、直工ベースでも 2億。したがいまして

仮設と、2億です、はい。仮設等を含めるとですね、やはり 4億から 5億というような多額の撤去費用が、

必要になってまいるのではないかと考えております。こうした状況の中ですね、これまでも、国土交通省

中国地方整備局太田川河川事務所とはですね、協議を進めておりまして、これは工事に関しましては、で

きれば河川の浚渫工事、これは、一級河川の国の直轄工事というような工事になりますけれども、浚渫工

事等とあわせてですね、実施することによりまして、仮設の工事、工事費が減額できるのではないかとい

ったような協議をずっとここまで協議をさせていただいているところでございます。そうした中でです

ね、この事業費は申し上げましたけれども、撤去に、要は物を失くすための事業費でございますから、極

力やはり町の持ち出しとしては、何とか予算を下げていきたいということも踏まえましてですね、先ほど

予定年度を申し上げましたが、国の事業とあわせるような形でですね、できる、可能な限り、 小限の予

算で実施ができる、そういった手法をとりたいというふうに考えておりますし、この任におきましては、

国土交通省のほうからですね、木本参事にお越しいただいて、まさに今調整を始めさせていただいている

というような状況でございます。財源等々につきましてはこのあたりのことも踏まえながらですね、また

協議を進めていきたいと考えております。以上でございます。

〇中本正廣議長

佐々木道則議員。

〇佐々木道則議員

1番気になる、私が気になる財源のことをそういう今御答弁をいただいたわけですが、やはり今の話で

いっても、5億から 6億以上のものが、撤去にかかってくるんではないかというようなことでございます

んで、やはり、その財源の確保についてはですね、町を挙げて取り組んでいただきたいと思いますし、思

います。3点目の道の駅のことにつきましては、先ほど言いましたように、昨日の説明で、今日の 1番議

員の説明で、答弁、質問で御答弁がございましたんで、内容を重複しますが、1点だけ。先ほどの課長の

答弁の中に、公募型プロポーザルの募集というくだりがあったやに思いますが、この公募型プロポーザル

の募集の中に、地域商社を含むと難しいんですか。地域商社をかまして、プロポーザルで。そりゃ、地域

商社がきれいなプランをつくって出せるかどうかということは別にして、地域商社をかましてですね、プ

ロポーザルを、やってみるのも一つの手ではないかと。いずれにしろプロポーザルの応募者が不調の場合

は、 終的には、地域商社に委託等を含めて、委ねるようになるんではないんでしょうかね。いうことで

あれば、 初からプロポーザルの募集に地域商社に参画をしていただくと。いうような取組をしていただ

いてもいいのではないか、いうような考えを私は持っております。このことについては、答弁がございま

したらお願いをします。で、先ほど来、今の、滝山川の橋梁撤去にかかることでございますが、先ほども

ありましたように、国から、木本参事にお越しをいただいておりますし、今回お聞きしたらスマートイン

ター化事業、道の駅事業に手腕を発揮したいというようなことをお聞きしておりますので、せっかくの機

会でございますので、木本参事に何かございましたら、一言お願いをできればと思います。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長
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先に私のほうからですね、プロポーザルの件で、地域商社も加わってはどうかという御意見いただいた

件で、検討はさせていただければと思っております。一応、地域商社の代表理事でもございますので、検

討させていただけると思うんですが、今回のＰＦＩというのはとりわけ、民間手法を導入しながら、儲か

っていく道の駅あるいは自走する道の駅ということもあるんですが、民間の資金の資金調達についても、

民間に委ねるということも今回大きなテーマではないかと思っております。そのことによって、町として

の持ち出しをできるだけ抑えたいということもありまして、その点から考えると、なかなか地域商社が、

いわゆるそういった資金調達を行うというのは、ちょっと想定しにくいのかなと。他方で、運営の側から

のですね様々なアイデア意見というのは、今、策定委員会の委員として、もう既に参加をしてもらってる

ものですから、そういう、そういったことも兼ね合いながらそういった意味では、運営に関していうとで

すね、もう、商社のアイデアとして、もらえるものはその場でもらえるのかなという気もしておりますの

で、そういったこともちょっと総合的に勘案をさせていただきながら、検討させていただければと思って

おります。そのほかについてはですね、木本参事官のほうから申し上げたいと思います。

〇中本正廣議長

木本参事。

〇木本英哲参事

はい。すいません。この 4月から参りました、参事の木本でございます。国土交通省とのですね関係の

ところで、スマートインターチェンジのフルインター化、それから道の駅だけじゃなくてですね、滝山川

橋梁の撤去のほうを含めまして、整理を進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いたいと思

います。以上です。

〇中本正廣議長

佐々木道則議員。

〇佐々木道則議員

木本参事に直接、急に振りまして、申し訳ございません。ただいまの意気込みをお聞きしたわけですが、

ぜひ手腕発揮していただいてですね、事業、推進していただきたいと思います。 後の質問であります。

いわゆる、3河川の浚渫、砂防の状況についてお尋ねをしたいと思います。梅雨の時期が近づいてまいり

ました。各年度において安芸太田町では幸いにも災害が少ないわけですが、他町村においては、いわゆる

河川内の堆積等で、被害が起きとるような事例もございます。それを安芸太田町としてですね、河川内に

堆積した土砂というに河床が高くなり、堆積した土砂に樹木が繁茂し、降水時の護岸の崩壊等招く恐れが

危惧をされます。豪雨等災害、また突然のゲリラ豪雨による甚大な被害が発生しないよう、地域住民にお

いては、とにかく早く改善、改修を望んでおられます。そこで 1点目、いわゆる広島県管理、町管理の、

河川浚渫について、地元からどのぐらいの要望が上がっておりますか。2点目、その要望に対して、場所

の選定含めた町の対応はどのように対応されてるのか、以上 2点お聞きをします。

〇中本正廣議長

武田建設課長。

〇武田雄二建設課長

はい。ただいま御質問いただきました、県管理河川、町管理河川の浚渫の要望か所のほうからまた説明

をさせていただきます。近年、県管理河川におきまして、地元のほうからの要望か所はございません。県

管理についてはございませんが、町管理河川におきましては、4か所要望があったところです。具体に箇

所を申し上げますと、西調子の本谷川、上殿の青ヶ迫川支川、杉の泊の月の子川、坪野川の 4件でござい
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ます。続きまして 2番目です。要望に対しての、場所の選定、町の対応の説明をさせていただきます。広

島県では、河川内の堆積土砂と除除去計画を策定されておられます。こちら、河川断面に対する、断面阻

害率が、概ね 20％から 30％と判断する状態になりますと、対策箇所、対策箇所となります。これ以上の

断面阻害、例えば 30％以上と判断される状態でございますと、緊急対策箇所としており、河川内の堆積

土砂の除去を実施されております。町におきましては、このような判断基準がないため、この県の計画を

準用させていただきまして、要望に基づき、堆積土砂の除去等実施をしておるところです。対応につきま

しては、これらの基準を満たす箇所を選定し、町が管理する河川、普通河川の 3 か所を実施しておりま

す。先ほどの西調子の本谷川、上殿の青ヶ迫川支川、月の子川、の 3か所となっておるところです。以上

です。

〇中本正廣議長

佐々木道則議員。

〇佐々木道則議員

ま、今課長のほうから、建設課長のほうから答弁いただきました。要望については今御説明があったよ

うに、もう浚渫が済んでおるというようなことでございましょうが、いわゆる、1点、令和 4年度、今年

度においての要望箇所は上がってきてない。ということですかね。そのことを 1点。

〇中本正廣議長

武田建設課長。

〇武田雄二建設課長

はい、今年度、令和 4年度でございますが、先ほどの要望箇所がまだ全て完成はしておりません。で、

現在、検討しております箇所が、残箇所も含めまして、この田吹川ですね、こちらのほうと西調子の本谷

川も、もう少し残っております。それと坪野川、こちらのほうを順次計画したいと思っています。先ほど

の策定された県の策定状況を調査させていただきながら対応したいと考えております。

〇中本正廣議長

佐々木道則議員。

〇佐々木道則議員

はい。本年度の要望は、昨年度に引き続いての事業推進というように捉えております。で、もう 1点。

いわゆる今度は上流部になります、河川の浚渫でなしに、いわゆる砂防ダムが幾多あると思いますが、砂

防ダムにですね、いわゆる、土砂が流れ出て、満水というか満砂というか、そういう状態になってる箇所

が、数箇所、私が見ただけでもあるように思いますが、そのほうの対応については、町のほうとしてはど

ういうふうに対応されているのか、お聞きをします。

〇中本正廣議長

武田建設課長。

〇武田雄二建設課長

はい、3番目の質問いただきました、砂防堰堤の満砂の状況と対応でございます。砂防堰堤は管理者で

ある広島県におきまして、5年に 1度の定期点検を実施されております。近接目視の点検としておりまし

て、状況によっては、ハンマーで叩いて打音の調査も行っているとこです。施設の状況、亀裂など、損傷

のほかに、先ほど堆積土砂の状況も調査を行っております。その調査の結果を基に、必要な措置、必要な

措置の内容といたしましては、例えば修繕、補修ですね。それと、先ほど議員さんがおっしゃいました土

砂の撤去、または、上流、下流に新たな堰堤を設置という措置を講じておるところです。設計上、土砂が
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堆積するということは見込んでおりまして、堆積していても、正常な状態でございます。そのため土砂が

溜ったというだけでは、土地の撤去はしておりません。ただし、異常な量の堆積土砂が確認されたり、土

石流により大量の土砂が流出して、堰堤下流へ土砂が流下するような状況が発生した場合には、緊急的に

土砂撤去を行う場合もございます。実際に、昨年度の豪雨では、北広島町のほうで 1件確認されておりま

す。このように、施設の状況、渓流の状況を調査いたしまして、その箇所毎の状況により、修繕、浚渫な

どの対応を行っているとこでございます。以上です。

〇中本正廣議長

佐々木道則議員。3回目です。

〇佐々木道則議員

はい、わかりました。今御答弁いただいたんですが、町においては計画、要望を含めて計画的に実施さ

れていることがわかりました。ただそうは言っても、要望がなくてもですね、やはり危険箇所というもの

は、思いがけない所にあると思います。やはり、今後もですね町においても危険箇所の調査、これは危機

管理、消防のほうでもされとるんではないかと思いますが、危険箇所の調査、また新たな地元からの要

望、やはり危険度が増すということになると、やっぱり、地元からの要望も重要なことでございますん

で、応えながらですね、安心安全なまちづくりのために、今後とも取り組んでいただきたいと思います。

ちょっと早いんですが、以上をもって私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

〇中本正廣議長

以上で佐々木道則議員の一般質問を終わります。しばらく休憩といたします。

                休憩 午前１１：４３分

                再開 午後１：３０分

〇中本正廣議長

休憩前に引き続き一般質問を続けます。5番、末田健治議員。末田健治議員については、一問一答方式

で行いますのでよろしくお願いします。

〇末田健治議員

5番、末田健治でございます。天候不順で安定しない天気が続いております。梅雨に関する予報が発表

されておりますが、これまでのところ、極端に雨が降りません。私の地域においては、いまだ田植が出来

ない水田もあるという深刻な水不足です。その状態の表面が広く乾いているというような状態になって

おります。津浪地域では、緊急対策で、散水車を借用して、水田に配水をいたしましたが、気休め程度の

ようなことであります。このような事態に対して、町としての対応策はあるのでしょうか。農家の窮状に

対して、よろしくお願いをいたします。そうした中、日曜日の雨で一息はつきました。来週あたりから、

梅雨入りの可能性があり、期待をしておるところでございます。

通告しております、農業振興策について伺います。私の質問の趣旨は、住みよいまち、誇りが持てるま

ち、そして、持続可能なまちづくりです。物質的に豊かな広島市とは違う、心の豊かさが感じられるまち

であります。町域の 90％は山林です。このうち、農地面積は 424 ヘクタール、畑地が 136 ヘクタールで

す。農地の保全、とりわけ水田の保全こそが、今後の安芸太田町の、持続可能なまちづくりの、かぎを握

っていると思います。次のことを質問いたします。質問は通告しています、農業振興についてでありま

す。6項目ありまして、一つ目が、中山間地域等直接支払の現状と課題について、二つ目は中山間地域等
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直接支払制度未加入地域対策について、三つ目として、中山間地域等支払制度変更による影響について、

四つ目につながる棚田遺産認定に係る支援制度について、五つ目に、農水省の新たな農村政策と、本町農

業政策の展開について、 後 6番目に、安芸太田町農業振興計画について伺います。

まず一つ目の、中山間地域等直接支払制度について、現状と課題について伺います。中山間地域等直接

支払制度は、4期 20年が経過し、現在、5期対策が進行中であります。直払い制度は、中山間地域の農家

や、地域にとって大変ありがたい制度であります。地域活動の財源が確保出来たからであります。一方、

本制度を十分活用をしていない地域もあるようです。また、事務を担う人材不足から、制度から離脱した

地域もあるやに聞き及びます。町内での取組地域はどのような変化がありましたか。4期対策までの現状

と課題について、どのように総括をされておりますか、見解を伺います。以上、答弁をお願いします。

〇中本正廣議長

菅田産業観光課長。

〇菅田裕二産業観光課長

はい。中山間地域直接支払の現状と課題につきまして、御質問をいただいたところでございます。この

中山間地域等直接支払交付金につきましては、農地保全でありますとか共同活動に対する交付金として、

農地保全を通じて、地域集落を守るためにとても大きな役割がある制度でございます。ただし、集落協定

数でございますが、平成 27 年度から平成元年度の 4 期については 51 組織だったものが、令和 2 年度か

ら 6年度の 5期については、47 組織に減少をしました。減少の要因として、高齢化により、5年間農地維

持をしていくことが出来ないこと。交付金事務が、交付金事務について処理できる人材が不足しているこ

と。事務処理に対応出来ないということで苦渋の選択として活動を休止しておられます。また、現在の集

落協定から次回の 6 期では、活動を継続することが出来ないだろうという声も多数聞いておるのが現状

でございます。町としても、現在は事務処理の支援を積極的に行う中、何とか、第 5期の 5年間は集落協

定の活動を維持していただいているのが現状でございます。さらに、国は、共同取組経費の支出における

個人の経費の補助の禁止というのを明確化され、直接、個別の農家に限られるものへの改修等の助成であ

りますとか、農家が個々に負担すべき資材等の経費への助成が禁止されました。この事態により、町内の

集落協定からも、対象経費の要件が厳しくなることへの不満の声を聞いているところでございます。町と

しても、国に対しては、県や町村会等を通じて、事務処理の簡略化でありますとか、制度運用の柔軟化を

強く求めているところでございます。以上でございます。

〇中本正廣議長

末田議員。

〇末田健治議員

はい、答弁にありましたように、減少傾向にあるようでございます。個人への助成については、従来か

らこの交付金の活用が、やはり地域の共同活動につながるような、その使途のほうが当然だというふうに

私は思うんですが、その辺の指導も十分に、言いますが、していただきたいというふうに思っておりま

す。47 の組織に減少したということで、結局次への、その次期の対策、現状においてもそれだけ活動が

減少するということは、水田が荒廃をするということにつながっていくというふうに思うんですが、現在

事務的に産業観光課のほうで、かなりその事務方の負担が軽減できるような処理をしていただいておる

ことは、承知をしておりますが、減少傾向が続きますと、先ほど言ったような農地がそれにつれて荒れて

いくということにつながりますので、少し、具体的な方策が、今考えておられたら伺います。

〇中本正廣議長
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菅田産業観光課長。

〇菅田裕二産業観光課長

はい、特に各地域のほうからは事務が困難だということがございます。それと、私たち、国のほうへ報

告することもありますので、 終的な、実績報告の確認でありますとか、事務の通帳を確認するというこ

とをやっておりますが、さらに見させてもらっても、 終的に見させてもらうというよりか、途中で、途

中途中でですね、少し、確認をするということを深めて回数を増やしているところが現状でございます。

それと、やはり、指導ということになりますけど、役員さんだけでやっぱり処理するということが多数あ

ってきておりますんで、その作業の分担化、そういったことについても、こちらのほうからお願いをして

いるようなところが現状でございます。以上でございます。

〇中本正廣議長

末田議員。

〇末田健治議員

現状と課題については今伺ったとおりでございますが、次に中山間地域等支払制度いわゆる 2 号事業

の未加入地域対策、先ほどから答弁もございますように、事務担当者の人材不足などから、未加入地域も

あるというふうに思います。もう少し、詳細説明があれば伺います。さらに、未加入地域への対策はどの

ように考えておられますか。以上、答弁をお願いします。

〇中本正廣議長

菅田産業観光課長。

〇菅田裕二産業観光課長

中山間地域直接支払制度の無加入地域の対策でございます。集落協定の数というのが、減少が進行して

いる中で、実際のところ見てみますと、多面的機能支払い、そういった活動のみで、中山間地域直接支払

いに取り組んでない地域も存在しているのが現状でございます。これにつきましては、事務処理対応が可

能と見込まれるということもありますので、中山間地域の交付金の農地要件を満たすと認められれば、集

落協定の立ち上げを促しているところでございます。ざっと数を確認し、13 地域ありまして、59 ヘクタ

ールの、もう直接支払制度が加入出来て運営できるんじゃないかというふうに把握をしているところで

ございます。違う取組といたしまして、集落協定同士の合併とか、吸収、そういった広域化に取り組むと

いうのも、実際メニューの中にあります。広域化すれば、交付金の加算措置を受けることができるという

こともありますので、取りまとめ役となる人材などの課題はありますが、ある程度は、面積が減少を抑え

るのではないかというふうに考えておるところでございます。ただし、地理的に隣接してない地域など

は、合併などで広域化は難しいということもありますし、新たに 1 ヘクタール以上の団地が要件となる

中山間地域の新規加入というのが、難しい状況でございます。また、加入に必要な要件として、農振農用

地区域である必要があります。農振農用地でない農地の地域は加入出来ません。町としても、脱退した地

域を含む未加入地域への加入について、地域の資源を守ると、そういった観点から積極的な取組を行って

いきたいというふうに思っております。以上でございます。

〇中本正廣議長

末田議員。

〇末田健治議員

広域化によってその事務を担う、確かにそういう制度的にもありますけども、その方法と、もう一つは

やはり、積極的に担当課のほうから、専任者を派遣をしてでも、その制度の活用ができるような促し方と
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いう考えはございませんか。そしてもう一つはですね、2号事業と、それから、1号事業の多面的につい

て、どちらのほうが加入地区数が多いんですかね。私が聞いてる範囲ではですね、中山間の 1号、2号事

業には入っているが、多面的のほうには入って、未加入のために、地域の水路、道路の管理が十分でない。

どうしても、行政のほうにお願いをするというふうなことを、たまに聞くことがあるんですが、多面的

も、事業も、同じように、制度を活用すれば、それが十分にその交付金が活用できると思うんですが、そ

の辺の、もう少し詳細について答弁をお願いします。

〇中本正廣議長

菅田産業観光課長。

〇菅田裕二産業観光課長

はい、多面的のみの活動地域、中山間地域の活動ということがあって、ちょっとごめんなさい、私のほ

うでちょっと、詳細な資料を持ち合わせてないのでどちらかどうかというのはあるんですけど、私で今ち

ょっと今把握しておりますのが、5地域が、多面的のみ入られて、中山間地域は入らないというふうな意

志表示をされて、今、活動を休止しておる。さらに、多面的も、中山間も入らないというところが、4地

域ございますので、そういったところについて、もう少し、お願いをしていかなければいけないというこ

とがあります。それと、中山間地域直接支払制度の、やはり国のほうの依頼事項とお願い事項ということ

が、やはり、事務、専従事務、事務をする専従の方であるとか、交付金の活用により、事務の外注化を検

討をしてほしいというようなこともあります。そこについても、私たち、大切な交付金でございますが、

守る、地域の水田を守るという意味でも、その点についてもお願いをしたいというふうに思ってますし、

さらに、中山間地域直接支払制度、今期については、地域の話合いで、将来の農地を検討する、そういう

ような戦略化を義務づけられています。それを行えば、10 割の交付金が出ますけど、それをしなかった

ら 8割というふうになってます。ほとんど、47のうち 35 ぐらいの地域は、その戦略化をやると書いて将

来の農地の姿について、今後どうしていくかというのがあります。そういったところについては積極的

に、私たち職員が行って、その話合いに参加することとなってます。農業委員さんでありますとか、農地

利用推進の委員さんも含めてですね、そういったところに取り組み、守っていくべき、守らなければいけ

ない農地について、積極的に参加していきたいというふうに思っております。以上でございます。

〇中本正廣議長

末田議員。

〇末田健治議員

1号、いわゆる多面的ですよね。これに入って 2号の直払いは未加入というような、逆なような気もす

るんですよね。結局その交付単価が大きいほうに入らないというのは、もったいないという気がします。

私もこれ町長に聞きますが、農地が先ほどから言いますように、荒れていくということは大変なことにな

ります。で、一旦休み始めると、歯止めがきかない、いうことになりますんで、もうとにかく休めないと

いうことを考えていかないけんと思うんですよね。そうしますと、事務方の現在の労力では限界があると

思いますんで、まずそこを増員するとか、あるいは、協力隊員、こういったことを活用して、農地の保全

を図る、今の事務の事務処理を含めた、手伝いですね、そういったことも、今、手を打っていく必要があ

るのではないかというふうに思うんですが、その辺のお考えがあれば、答弁お願いします。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長
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はい、御指摘いただいたように、休耕田もどんどん増えていく中でですね、どうやって維持していくの

かということが大きな課題だと思っております。一つ、現状のとにかく何とか維持をするという意味で事

務的な部分を対応させていただく、あるいは、今のこれからの農地の在り方について、地域、地域で検討

するにあたってですね、職員が出向いていくということはこれから取り組んでいかなければならないと

思っております。ただ一方で、何て言うんでしょうか、そもそもお話にもあったように、そもそも 5 年

間、農地をその地域で何というか、維持をしていくということがもうだんだん難しい、要は、耕作をする

ことがそもそも出来ないというところも、ちらほら出てきてると。その点についてはですね、正直申し上

げますと、単に、とにかく農地を維持してくれということで支えていくというのは、なかなか難しいので

はないかなという思いも持っております。職員の配置ということもこれから考えていかなければならな

いと思うんですが、一つ協力隊も、その農地を維持するために、例えば事務的な部分を担ってくれとか、

そういうことであるとですね、3年たった後、じゃその協力隊員さんがどういう生活、糧を持って、地域

に残ってもらうかというところがやはりどうしても、我々としては気になるところでありまして、一方で

今回、農地の活用という意味では、井仁地区においては、自ら、耕作、水田の耕作もしてもらいながら、

棚田の復活もしつつ、地域の活性化を図っていく、あるいは棚田での水稲の耕作を、将来的にもそのビジ

ネスとして確立するということをテーマに、地域に入っていただくような取組も今回始めさせていただ

きました。自分自身の生業にもなっていくような形で、地域おこし協力隊を活用しながらですね、そうい

う休耕地をなくしていくということは、これから取組をしていきたいと思っておりますし、改めて、今の

現状を何とか維持をしながら、耕作をしていただける、そういう方々をやっぱり引っ張っていく、引っ張

ってくる取組というのが、やはり必要ではないかなと思いますし、逆に、今の水田、米づくりにしても、

今の現状だとなかなか厳しい、収入的にも厳しいわけでございますので、そこをどう上げていくか。例え

ば道の駅に、道の駅の再整備に関して、お隣の北広島町では、米の直販なんかも、そこでやってるという

話も聞いておりまして、そういう取組もセットでやっぱりやっていかないとですね、単純、単純にと申し

ますか、農地の維持だけでは、なかなか先につながらないのかなと、そこら辺はあわせて、我々もこれか

ら考えて活かしてもらいたいなというふうに思ってるとこでございます。

〇中本正廣議長

末田議員。

〇末田健治議員

はい。直払い事業それから多面的事業について伺いましたが、今後の取組をですね、期待をして、この

項については終わります。次に中山間地域直接支払制度変更、いわゆる水活見直し 5 年ルールについて

伺います。農業新聞などマスコミ情報によりますと、5期対策では 5年間に 1回も水張をしなかった水田

は、制度の対象面積から除外するという方針であります。本町においては、いつでも水田に戻せる保全管

理、いわゆる草刈りのみを行っている水田のことでありますが、そういう水田が相当面積あると思いま

す。農水省の方針によりますと、対象農地から除外となり、農家の意欲が下がり、助成金の対象外水田の

保全管理に支障が出ると思われます。これについての見解を伺います。

〇中本正廣議長

菅田産業観光課長。

〇菅田裕二産業観光課長

はい。御質問の水田活用直接支払交付金、中山間地域の直接支払制度とは違う事業でございますので、

水田活用の直接支払いの交付金のルールが変わったということを、の御質問に対して答弁をしたいとい
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うふうに思ってます。この水田活用直接支払交付金、5年ルールにつきましては、令和 4年から令和 8年

の間におきまして、1度も水張が行われてない農地は交付対象水田としない方針というのが、農林水産省

から示されたものでございます。この制度は水田活用の名が示すように、この交付金は、水田において耕

作される畑作物に対して支払われる交付金でございます。交付金の算定は、出荷野菜の耕作面積に対し交

付され、本町では 23 件の農家に対して、402 万 9273 円が、直接、国から交付をされている制度でござい

ます。本施策の影響につきまして、5年に一度水張をする場合、畑づくりに適した状態。これを一度リセ

ットするということになりますので、収穫、そういったものに影響を及ぼす、可能性がございます。また、

水張の都度土づくりをする労力が、耕作者の負担になる制度でございます。一方、水張をしない場合、交

付金の支払いの対象外となって、農業経営に影響を及ぼすことが想定されます。なお、広島活力生につき

ましては、多くはビニールハウスで豊作をしておりますので、水張というのは不可能な状態になると、こ

れらのケースに該当するということになります。本町の場合、認定農業者や認定新規農業者を除いた、申

請者の多くは小規模な経営面積ということもありますので、少額の交付金額にとどまる割に、出荷すると

いう義務などが制約があり、メリットを感じづらいと考えているところでございます。いずれにいたしま

しても、町内の農業者に対する説明は、引き続き行うということでしておりまして、具体的に出た意見要

望を改めて県等に通じて農林水産省へつないでいくと、予定としております。また本町としてどのような

サポートができるか、農業者の方と意見交換を通して検討していきたいというふうに考えているところ

でございます。以上でございます。

〇中本正廣議長

末田議員。

〇末田健治議員

私のほうで制度に対する、誤った理解があったように思いますんで、しかし 23件は該当地域もあると

いうことでありますんで、今後の、今後において一般農家を含めて、誤った理解をされている農家もある

のではないか。いうふうに思うんですがその辺の、広報等いいますか、その周知についてはどのようにお

考えでしょうか。

〇中本正廣議長

菅田産業観光課長。

〇菅田裕二産業観光課長

はい。御指摘のとおり直接支払いということで、中山間地域全ての、田んぼが水張をしなければいけな

い。というようなことになると、本当に大変なことでございますし、水も今でも少ない、ないというよう

な状況なのに、水張をするというような、そういったことで、混乱を招くのではないかというようなこと

も十分あろうかと思います。その点につきまして、いろいろ委員さん出ておられます、農業委員会であり

ますとかその他の機関、また、広報などに周知、農協、ＪＡのほうにもですね、しっかり連携をとってで

すね、対応したいというふうに考えております。以上でございます。

〇中本正廣議長

末田議員。

〇末田健治議員

はい。それでは制度の周知についてはよろしくお願いいたします。次に 4番目の質問でございます。農

林水産省は令和 4年 3月 25 日、ポスト棚田 100 選につながる棚田遺産として、全国で 271 地域を認定し

ました。本町では、井仁に加え、寺領、津浪地区の棚田が認定となりました。安芸太田町の財産としての
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ＰＲ活動等、今後どのような対策が検討されておりますか。認定地域における案内版の整備などの考えが

あるかないか、伺います。

〇中本正廣議長

菅田産業観光課長。

〇菅田裕二産業観光課長

はい。つなぐ棚田遺産認定に係る支援制度の御質問をいただきました。この、つなぐ棚田遺産は、日本

の棚田 100 選から 20 年が経過しまして、従来のような保全活動が困難になっている中、取組の活性化で

ありますとか、棚田の有する多面的機能、洪水でありますとか土砂崩れなどを防ぐ、そういったことに対

し、対する一層の理解の促進を図るため、改めて、優良な棚田を認定する制度として創設されたので、全

国で 271 の棚田が認定され、安芸太田町は 3 地域が認定を受け、3 月 25 日に認定証が町長より授与をさ

れたということでございます。具体的な選定のメリットといたしまして、財政的なメリット、直接、ある

というわけではないんですけど、認定証でありますとか、個別の棚田の情報を、農林水産省のホームペー

ジに掲載する宣伝効果でございますとか、ロゴマークの作成、統一的にＰＲができる。といったことが、

メリットとして挙げさせていただいております。一方、中山間地域直接支払制度で棚田地域振興法の成立

により、加算が創設をされております。令和 2 年度より、10 アール当たり 1 万円の加算措置が追加され

ました。さらに令和 4 年度からは、棚田地域超急傾斜加算というのが追加されまして、10 分の 1 以上の

傾斜度の田であれば、従来の 10 アール当たり 1 万円が 1 万 4000 円に、増額となったところでございま

す。こうしたことから、つなぐ棚田遺産による外部への宣伝効果でございますとか、中山間地域直接支払

交付金の加算制度創設により、棚田を核とした都市交流を組み合わせることで、棚田地域の振興につなが

る取組ができるものと期待をしているところでございます。町につきましても、このつなぐ棚田遺産の、

御指摘ありました御質問ありました案内看板などについても、同法の趣旨でございますとか、地域の現状

に踏まえてこちらも検討していくということとして考えております。以上でございます。

〇中本正廣議長

末田議員。

〇末田健治議員

このつなぐ棚田遺産は広島県では、本町が 3 地域、広島県全体でも 4 地域でございますんで、非常に

貴重な財産ということで、答弁のように、積極的にＰＲをよろしくお願いいたします。続いての質問に入

ります。農林水産省は 4 月、新たな農村政策の提言を公表しております。新規軸は、仕事づくり、暮ら

し、土地利用、活力づくりの 4本柱のようです。提言は農業の成長産業化路線の下で、地域政策が産業政

策の補助輪化していたバランスの悪さを、有識者からの指摘を受けたものと言われております。提言は、

農村型地域運営組織の育成、持続可能な土地利用の推進、地域づくり人材の養成などが提起をされており

ます。市町村段階では、これから通達があり、具体的取組が始まると思いますが、情報収集に努め、本町

農業施策の展開について準備されたいと考えますが見解を伺います。

〇中本正廣議長

菅田産業観光課長。

〇菅田裕二産業観光課長

はい。農林水産省、新たな農村政策と本町の農業施策との展開、連携につきまして御質問をいただいた

ところでございます。農林水産省の新たな農村政策とは、地方への人の流れを加速化させ、持続的低密度

社会を実現するための新しい農村政策の構築を目指していると。まさに、コロナ禍により激減した社会情
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勢を逆手にとった制度であるというふうに考えております。御質問ありました農村型地域運営組織、農村

ＲＭＯ、これにつきましては、集落の機能を補完して、農地、水路の地域資源の保全、活用や、農業振興

とあわせて、買物でありますとか、子育て支援などの地域コミュニティーの維持に資する取組を示してお

り、本町では、中山間地域交付金の活動に、地域コミュニティー活動を組合せた活動ではないかなという

ふうに考えておるところでございます。現在、これに厳密に合致した取組はございませんが、地域での活

動構成員は、自治会や集落協定とほぼ共通しており、本町にマッチした取組のメニューも複数あるのでは

ないかというふうに思われます。例えば、農福連携事業につきましては、安芸太田町社会福祉協議会と広

島活力事業などを活用した事業展開の協議を重ねております。また、先ほど町長も申しましたが、本年 5

月から、本町の地域おこし協力隊として井仁自治会に入り、農業を中心とした地域づくりを地域の皆さん

と始めているケースもあります。このような活動により、所得が向上し、安定的な生活がされるというふ

うになれば、国が言ってるような新たな農村政策は、達成されるというふうに思います。以上でございま

す。

〇中本正廣議長

末田議員。

〇末田健治議員

今の質問は次の、 後になります安芸太田町農業振興計画と密接な関連がございますので、その中で私

の方で伺います。安芸太田町長期総合計画で、現状と課題について、小規模零細な農家については、農地

の維持管理を通じて集落の環境を良好に保全する上で重要な役割があるが、今後は収益性の高い、自立し

た農業経営体の育成に力を入れていくとあります。小規模農家について、重要な役割があるがとの、そこ

が問題だと思います。小規模農家が農業をやめてしまったら、安芸太田町の豊かな農村風景が壊れてしま

います。戦略を見直し、小規模農家が頑張れる目標をつくれると思います。提案でございますが、国土保

全を視野に入れた農業、新しい農業振興計画を策定する必要があります。藤山浩氏、これ御承知のとおり

でございます。5 月 13 日付けの農業新聞で、定年延長時代の就農戦略の中で、恐ろしい勢いで農業従事

者が減っていることに警鐘を鳴らされております。分析では、80 歳代の高齢者が農業から引退し、本来

次を担う戦力となる中高年世代は定年延長により、就農を大きく阻んでいることが原因ということであ

ります。具体的には 60 歳定年が 5歳延長になり、65 歳から農業に従事しようとすれば、農業機械を、こ

こが重要ですね。更新をしてまでやる意欲はないということであります。5歳という差はとても大きいと

言われております。この藤原浩氏の分析は、本町でも同様と考える必要があり、手をこまねいている間

に、事態は深刻になります。この際、漫然とした農業振興計画ではなく、町外にもアピールできる自給自

足のまちづくりと題して、自給自足の安芸太田町宣言を、基本に踏まえた計画策定であるべきと思います

が、見解を伺います。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい、農業振興計画に絡めて御指摘いただきました。その前に農水省からのですね、新たな農村政策と

いうことが打ち出されております。今申し上げたとおりでありますが、私自身もですね、もう少しこれ情

報収集もさせていただきながら、具体的にどういったところを考えておられるのかというのは、気にはな

っているところでございます。ある意味、もう既に本地域でいえば、取り組んでるところもあるようにも

思いますし、あるいはまた別のものが出てきて、それに対する財政的な支援などもあればですね、当然取
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組をさせていただきたいと。本町、農業の団体、あるいは地域の自治振興会、あるいはその他の団体とい

うのはだいたい構成員、同じでございますので、そういった意味で、今の農水省さん考えておられる産業

と地域活性化との融合というのがある意味もうそれは既に図られてる部分もあるようにも思いますし、

またそれとは別のものがあるのであれば、我々としても是非取り組んでいきたいなというふうに思って

おります。その上で、振興計画については、今年度、我々としても、是非つくらさせていただきたいとい

うことで、これから取組をしようとしているところでございます。元々、今我々考えておりますのはテー

マとして四つ考えておりまして、一つは、今もお話がありましたが、過疎高齢化による後継者不足と、耕

作放棄地対策、これをどう捉えて、どう進めていくのかということ。それから、二つ目が、特産品の祇園

坊柿の振興、少し具体的な話になりますが、これ我々としてこれからどう取り組んでいこうかということ

についても議論をしたい。三つ目が、これ小規模農家の話とも関連すると思いますが、道の駅の産直市の

整備の中での体制の整備について、それから四つ目でございますが、ひろしま活力農業経営者育成事業の

支援と今後の在り方。農業戦略でございますので、少し具体的なところも、踏み込ませていただいてです

ね、振興計画でございますので、それで四つのテーマを柱に考えております。根底には本町のこれからの

耕作放棄地をどうしていくのか、特に今、産直市の出荷者の担い手と中心になっております小規模の農家

さんをどう支援をし、続けていただくのかということもありますし、あるいは、本町としての農業の力の

入れどころがどこにあるのかといったことを、やっぱりこういった議論の中で明らかにしていきたいと

思っておりますし、それが、 終的には、今、議員御指摘いただいたようなですね、ある意味、他市町に

も、しっかりとお訴えをすることができる、あるいは自給自足の農業といったものも、この中で議論をさ

せていただきながらですね、 終的に見えてくれば大変ありがたいなと思ってるところでございます。こ

ちらの農業振興計画については、別の議員の答弁の中でも話をさせていただきましたが、営農専門員さん

にもまた話を、議論の中に加わっていただく、あるいは、外部専門業者による現状把握、さらには町内の

農家さん、あるいは、農林業の振興対策審議会、そういったところともしっかりと協議をさせていただき

ながらですね、計画の策定を進めていきたいというふうに思ってるとこでございます。この振興計画の中

で、どこまで、そういった議論ができるかというのは本当に我々としても、期待をしているところでもあ

りますし、また正直申し上げて、大変難しい課題ばかりでございますので、どこまで本当に議論を詰めて

いけるかというのは、まさにチャレンジな取組だと思っておりますが、とにかくこの 1 年間しっかりと

議論を進めていきたいというふうに思っております。以上でございます。

〇中本正廣議長

末田議員。

〇末田健治議員

町長のほうからも答弁いただきましたが、振興計画の中では、後継者不足に対する対策、祇園坊柿の、

特産品である、その祇園坊柿の振興、産直市の体制づくり、活力農業の振興。活力農業については、大規

模ハウス栽培が行われておりますけども、心配いたしますのは、市場での単価ですね、荷が余り過ぎる。

現在では広島市場ではかなり、もう手いっぱい状態なんで、大阪市場への出荷等もあるやに聞いておりま

すけども、今後、もうさらに、取組が、進行をされていくのかどうかということについて少し答弁をいた

だきたいと思います。それから、道の駅整備を踏まえた産直市の体制づくりについては、これは農家が、

つくっておられる農家が高齢化をしているということからいえば、新しい農家をですね、つくっていかな

ければ、出荷農家をつくらなければいけないということで、これはかなり大変な仕事に私はなるんではな

いかなというふうに思います。ということは、いち早く、その手を打つ必要があるということでありま
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す。 後の質問ですけども、安芸太田町内だけで、今の小規模零細な農業を担うということは、なかなか

その限界もあるんではないかなというふうに思うんです。つまり、私が言いたいのは、町外から農業を応

援をしていただく方を、募集していくというか、そういう町外に、農業のやっていただく力を求める、人

材を求める。そのためにはですね、単なる、安芸太田町の農業振興計画がありますよというだけでは、人

が集まってこないと思いますんで、 後に言いました事、自給自足のまちを目指していくんだと、いうの

はですね、アピールをしてほしいなというふうに思い、少しその辺、その辺で見解があればと思います。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい、ありがとうございます。幾つか御指摘あるいはアドバイスもいただきました。一つひろしま活力

農業経営者の関係でございます。我々も大変、今の特に作っている、その作物が飽和状態になるのではな

いかということは前から危惧をしているところでございまして、ここら辺はこれから工夫をしなければ

ならないと思っております。一つあの、今回入っていただく営農専門員さんは、まさにその農業経営の、

特に御専門という話も聞いております。具体的に、例えば今作ってる作物にしても、時期ですとかあるい

は年間の回転数をどれだけにしたら 1番効率的なのかということの御指摘ですとか、あるいは、農業の 6

次化についてもですね知見を持っておられると聞いておりますので、そういったところで、ぜひ、活力農

業生にも、いろんな指導してもらいながらですね、これから何人かの方に残って頑張っていただいており

ますが、引き続き、本町に残っていただいて営農ができるような体制は、しっかり、つくらせていただき

たいなというふうに思っております。また改めて小規模農家さんの確保ということについても御指摘を

いただきました。言われるようにですね、やはり先ほどの話で言いますと、60 歳、定年する前から、農

業に関わっていただくということも当然重要な視点だと思っております。一つ、安芸高田のほうで野菜

の、何というか、ネット販売をやっておられる方に、以前、本町にも来ていただいてお話をいただきまし

たが、そこでの小規模農家というか、野菜の、野菜を作られる方々の大きな戦力というのはですね、やは

り早いうちにリタイアをされて、田舎に帰る。あるいはまた、Ｉターンという形で田舎に帰られた方が、

家に付いてる狭い畑で野菜を作られて、それが今の、今やあの、出荷のもうメインになっておられるとい

う話も伺いました。やはりそういう取組も、あるいはそういうことを促していくということも重要だと思

っております。本町だけでですね、例えば、もう若いうちから、田舎に来てくれというのはなかなか難し

いのかもしれませんが、今回のコロナ禍によって、そういう動きもですね、全国的に出てきているのでは

ないかなと思います。そういった方々が、より本町を選んで移っていただくような取組も必要ではないか

と思いますし、 後に言っていただいたですね、町外にそういう人材を求めていくということにつながり

ますが、いかに本町に来ていただいて、そういう意欲のあるですね、方に来ていただくかということも、

大変重要な指摘だと思います。もうちょっと申しますと、井仁に入っていただいた今回の地域おこしの方

ですが、募集をかけてですね、実際に来ていただくまでに 4 ヶ月 5 ヶ月、かかったという状況ございま

した。いかに、そういう意欲のある方に本町に来ていただくと、例えば地域おこしの制度があるとか、場

合によっては今後の話ですが、田畑が付いた家も確保出来ますよと、そういった情報をいかに意欲のある

方に伝えていくかということを本当に我々も悩みながら、取組をさせていただいていることでございま

す。その一つに、この地域振興計画をつくることにあわせて、今言っていただいたようなアピールができ

るような材料を盛り込むということは本当に重要なことだと思っておりますので、これから、しっかりと

検討させていただければというふうに思っております。以上でございます。
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〇中本正廣議長

末田議員。

〇末田健治議員

町長からしっかり答弁いただきましたが、持続可能な安芸太田のまちづくりのために、農業の振興とい

うのはですね、これからの安芸太田町のまちづくりの、私はかぎを握っている、いうふうに思います。誇

りの持てるまちづくりを目指していくためにですね、農業振興計画を策定いただいて、より一層の農業を

中心にしたまちづくり、あるいは観光のまちづくりが進みますことを期待をして、私の質問を終わりま

す。

〇中本正廣議長

以上で末田議員の一般質問を終わります。しばらく休憩いたします。

                休憩 午後２：２０分

                再開 午後２：２５分

〇中本正廣議長

休憩前に引き続き会議を続けます。はい、4番、小島俊二議員。

〇小島俊二議員

4番、小島でございます。4月の後半、誕生日の次の日に体調を崩しまして、約 1ヶ月入院しておりま

した。入院する前に、孫からちょうど、スマートフォンでおめでとういうて来たばっかりに倒れてしもう

て、よく覚えとるんですが、皆さんも、早めに病院にかかっていただきたいところでございます。で、病

院に入ってみるといろんな方がいらっしゃって、いろいろバリアフリーとかいろんなことを言っており

ましたが、やはり自分がなってみると、その必要性いうか、細かいところもわかってくる。これほんまに

なったもんでないとわからないと、いうようなところでございます。幸いにも頭にはあんまりきとらんの

んですが、足のほうにきておりまして、先ほども同僚議員にそれを聞いてもしょうがないだろうと言われ

たりしておるところでございまして、昔はもっと頭がキレキレな状態のときもあったんですが、長尾総務

課長曰く、不祥事が起こるとよう頭がキレキレになるというようなことを言われとったんですが、少し

今、回転が鈍っておりますんで御容赦をいただきたいと思います。一つ残念なのが、来年度から始まる中

学校の部活動の外部利用、等々で私もバレーをしておりますが、なかなかそれは、多分安芸太田町では、

当面できんのんじゃないかというふうに残念に思ってるところでございます。

本日の一般質問を始めさせていただきます。1問目は水道統合について質問します。基本的には、三つ

の質問をします。1点目、水道統合の参加の是非について。広島県下統一水道事業への参加か否かへの意

思表示について。その他、その方針を決めた 大の理由は。考えるメリット、デメリットについて 2 点

目、参画しない場合の今後の考え方について。3番目、住民の命を守る水の確保についてということでご

ざいます。これは地元の水道の在り方について中心に聞いていきます。3月定例会についてもこの水道統

合について質問申し上げ、基本的には、広島市、呉市等が入らない統合には参加すべきではないという、

考え方のもと質問したんですが、それから時が移り過ぎまして、私が質問を出して以降も、住民説明会と

か、この前来た町民広報を見ると、町長の方針が明確に書いてあるということで非常に質問しにくくなっ
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たような状況ではございますが、住民の皆さんに町の方針を示すためにも、再度ちょっと 1 から質問さ

せていただいて、答弁をいただきたいというふうに思うとこでございます。まず 1点目でございますが、

広島県下統一水道事業へ、結果が出ておりますが、町長のほうへ、今回、統一水道に参加するのか否かと

いう回答について、お尋ねいたします。

〇中本正廣議長

小島議員については一問一答式で行いますのでよろしくお願いします。

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい。議会の、今議会の冒頭でもお話をさせていただきましたが、改めて町としてはですね、令和 5年

4月事業開始予定の広島県水道企業団参画は見送ることとさせていただいたところでございます。

〇中本正廣議長

小島議員。

〇小島俊二議員

はい、ありがとうございます。改めて統一水道事業団には、今回参加しないという意思表示がされまし

た。その方針を定めた も大きな理由がありましたらお願いします。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい。一番の理由ということでございますが、それは本町における水の位置付けを考えた結果でござい

ます。御承知のとおり、水道事業というのは、本町に限らずですね、どこも経営的に大変厳しい状況であ

りますが、他方で、本町にとって水というのは財産でもあるんじゃないかと。水源の、水源域の自治体と

して、水道事業を負担と捉えるのではなくて、財産と捉えて、その水を中心としたまちづくりを進めるべ

きじゃないかという思いに至ったというのが 大の理由であります。ただし、その結論を出すにあたって

ですね、一つ大前提としてあったのが、今回の広域連携についてはですね、本町に限っては、なかなか水

道事業、事業が抱える様々な課題について、課題の解決について、思ったほど有効ではないということが

検討の結果明らかになったことも、大きな要因でございました。以上でございます。

〇中本正廣議長

小島議員。

〇小島俊二議員

今回、この水道の県下統一事業については、広島県、いろんな取組をしてまいりましたが、私としては

合併以来の行政判断ではないかというふうに思っているところでございます。クラウドでありますとか、

国保の統一でありますとかいうのは、事務的な統合でございまして、町の根幹を成すものではないという

ふうに思います。町の意図が伝わる事業体でございますが、この水道の統合については、町の意図が伝わ

らない組織に事業を委ねてしまうという意味で、合併以来の大きな選択ではないかと思います。そういっ

た意味で今回、町のほうで、統一水道事業に参加しないという判断をされたということは、現時点におい

て、安芸太田町の独自性を出すという意味で、いい判断ではないかということで私は賛同をするものでご

ざいます。しかしながら、大きな課題が待ち受けておる事業であろうというふうに思います。一つが聞こ

えてくるんですが、今回の判断をしたことによって、具体的には結構でございますが、広島県との信頼関

係の維持のほうはどんなでしょうか。
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〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい、改めて、今お触れいただいたようにですね、本町の独自性をどこに出すのかといったときに、や

はり水というのが、その大きな柱ではないかということが、私としても判断の一つでございました。こ

れ、すいません、ちょっとだけ触れさせていただくと、今お話いただいたように国保の事業ですとか、あ

るいはクラウドもそうです。さらには前からお話をしておりますが、消防事業についてもですね、本町で

抱えずに、他の市町と一緒にやったり、あるいは他の市町に委託をする事業もたくさんございます。それ

はある意味、本町としての独自性を発揮しなくても、いいのではないかということが多分判断としてあっ

たんじゃないかと。ただ今回の水についてはもちろん、先ほど申し上げましたように、本町にとってあま

り効果がないということは大前提でありましたが、その上で、本町としてやっぱりこだわって仕事をしな

ければならない分野は何かと考えたときに、それは水ではないかということが、 終的な判断の結果、判

断の拠り所だったということでございます。その上で、県との信頼関係についてのお話ございました。県

はおそらく、うちのようなですね、一番ちっちゃい事業体こそ、水道事業が重荷になるのではないかとい

うことを御配慮いただいて、今回の統合ということも、音頭をとっていただいたと思っております。その

意味では、御配慮大変ありがたいというふうに思っているわけでございますが、ただし、残念ながら地形

的な要因もあってですね、思ったほどの効果がない中で、県からのこの申し出に、大変申し訳ないこと

に、今回賛同をあるいは参加を見送らせていただいたということで、その点について改めて、事務的に

も、そういった我々の判断根拠についてはですね、お話をさせていただいておりますし、私自身も知事に

は直接お話をさせていただいて、町の現状については御説明をさせていただいたつもりでございます。あ

くまでも、我々としては、県全体としては、この統合によって、よりメリットが多い、ですからこそ、本

町以外のところをですね、参加の方向で考えておられると思いますが、たまたま本町については、置かれ

た事情がちょっと違っていたということで御説明をさせていただきましたし、これは引き続き丁寧に御

説明をさせていただきたいというふうに思っております。

〇中本正廣議長

小島議員。

〇小島俊二議員

はい。この水道事業団の話は、現町長が就任前から話が出ておりまして、前町長、水道事業団の設立参

加には全面的に賛同しておりましたので、そういった意味で若干町長の 初の選択の選択肢は狭まって

いたんではないかというふうに思うところでございますが、やはり事業を推進する団体にとって、固まっ

とった市町が一つ抜けるというのは大きな痛手でございまして、今町長からありましたように、県知事と

も直接話をされたということでございますが、知事とはいつ直接お話しされて、そのときの感覚、感じ的

にはどんなものでございましたでしょうか。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

お話をさせていただきましたのはですね、ちょっと私も、もう詳細に覚えてないところがあります。た

だある程度、町としても方針を確定をさせて、それも本当 5 月の半ば以降のことだったと思っておりま

す。少なくとも説明会の前には、お話をさせていただきました。ちょっと詳細についてはですね、コメン
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ト差し控えさせていただければと思っております。ただ、改めて、知事としてもですね、大変御心配をい

ただいております。本当に特に 小の自治体でございますので、これから、やっていけるのだろうかとい

うことではですね、本当に御心配をいただいたということは、付け加えさせていただければと思っており

ます。改めて各自治体のことをよくお考えいただいた上で、提案いただいたんだなということは強く感じ

させていただきました。ちなみに知事もそうなんですけれども、これまで一緒に準備協議会の中で議論を

しておりました 15市町の、うちを除く 14 市町ですね、首長さん方にも、私のほうから直接、事情を説明

させていただきました。やはり中にはですね、議会との関係で、かなりまだもめてるというような自治体

があるという話も聞いております。本町の選択である意味、そういった取りまとめにおいて、御迷惑をお

かけしてはならないなという思いがありましたもんですから、各市町の首長さんにも直接、御説明をさせ

ていただき、改めて、議会に答弁用というわけじゃないんですが、本町の事情についてですね説明した資

料も、各市町のほうには送らせていただいたところでございます。

〇中本正廣議長

小島議員。

〇小島俊二議員

大変苦しい事情はわかります。そういった意味ではこの件については、私個人も、議会内部で安芸太田

町が、浮かないような努力は協力させていただきたいと思いますし、やはり職員の皆さんも、町長の町の

決めた方針について、一枚岩になって団結していかないと、なかなか非常に厳しい状況であろうと思いま

す。次に知事の反応についてはお聞きしたんですが、武田課長でもいいんですが、県企業団のほうに、こ

の方針報告に行ったというふうな記載がありましたが、企業団等々の反応についてはどういった状況で

したか。総務課長でもいいし、どっちでもいいです。

〇中本正廣議長

小野副町長。

〇小野直敏副町長

はい、町長の方針が決まりまして、企業団の局長のほうへはですね、私のほうから説明に参りました。

企業団のほうでは、先ほど町長から説明ありましたとおり、小さな団体を念頭につくられたものでござい

ますので、なぜかということをるる聞かれましたが、今回町長が説明させてもらったとおり、その方針を

お伝えし、早急に知事のほうに上げていただいて、説明はさせていただいたとこでございます。その後

の、町長から説明につきましては、知事のほうには先ほどありましたようにお電話等で話をさせていただ

き、御理解をいただいたものというふうに考えております。

〇中本正廣議長

小島議員。

〇小島俊二議員

微妙な問題もあろうかと思いますが、次に 5月 12日に広島市長のほう、訪問されておりますが、詳細

は結構でございますが、市の反応についてはどういった反応でございましたでしょうか。しゃべりにくい

ことがあったら結構です。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい。同じく、詳細は差し控えさせていただければと思いますが、改めて本町としてもですね、単独で



36

事業をやるとは言いながらも、やはり様々な面で、課題がある大変難しい課題を抱えておりますので、そ

の点については御協力をいただければということをお願いをさせていただいておりました。一つ、具体的

な話をさせていただくと、技術系の専門の職員ですね、これについては、やはり町だけでは解決が出来な

いということでございますので、そこの部分についての御支援というのを特にお願いをさせていただい

たところでございまして、ある意味今回の企業団も大きくまとまれば相当大きな組織になりますが、それ

以上に、単体でも広島市の水道局というのは大きな組織でございますので、あわせてそちらからもそうい

った技術系の専門的な知見を御支援があればですね、それは本町としても単独で事業を進めていく上で

は大変心強いと思っておりますし、その点については、快諾をいただけたのではないかなというふうに思

っているところでございます。以上です。

〇中本正廣議長

小島議員。

〇小島俊二議員

職員の派遣について意見が出たということは非常に大きな成果だろうと思います。事務方でもいいん

ですが、今回の企業への不参加いうか、不参加が認められない可能性っていうのはあるんですか。規約上

とか、特にないですか。

〇中本正廣議長

武田建設課長。

〇武田雄二建設課長

はい。脱退になると思うんですけど、こちらのほうは、各、今 14 市町ですね、の方の了解を得られれ

ば、承諾を得られれば、抜けられることなっています。なので、今その準備は、向こうの担当の方と進め

ているとこです。

〇中本正廣議長

小島議員。

〇小島俊二議員

建設課長、今承諾を得られればと言われましたが、そういった書面的な手続があるわけではないですよ

ね。それ、そういう意味ではやはり各市町の理解は必要だということですよね。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい、改めて今建設課長からもお話をさせていただきましたが、規約ではですね、構成団体は企業団へ

の参画が困難と判断した場合は、協議会での同意を得た上で脱退することができるというふうに書いて

あります。そういった意味では協議会で同意を得た上でというのがある条件になりますが、現在その手続

については、協議会事務局のほうで調整をしていかれてるとこでございます。要は、規約はあるんです

が、具体的な手続についてはまだ、そこまで固まったものがなかったもんですから、それについては、今、

準備をされておりますし、おそらく書面での明確な申請みたいなものが必要なのではないかと思ってお

ります。実はその協議会での同意を得るということも含めてですね、各市町の首長さんに私のほうから御

説明をさせていただいたということもございました。

〇中本正廣議長

小島議員。
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〇小島俊二議員

はい、理解いたしました。現段階で、他市町の動向が聞こえてくるようなことがございますか。無けれ

ばなしで。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

先ほどもお話をさせていただきました。私自身、各首長さんと話をしたときもそうでしたが、基本的に

は、どの市町さんも、意向は変わっていない、共に協議会をつくるという方向で話を進めておられると思

っております。

〇中本正廣議長

小島議員。

〇小島俊二議員

今回参画を見送られたと、見送られたという段階で、変な話なんですが、再度企業団へ加入するという

考え方もあるんですが、再度、企業団へ加入をお願いするというようなところで何か条件いうか、こうい

ったことが整えば、そういったこともあり得るんだいうことがありましたら。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

企業団の設立の協議の中ではですね、これから、これまでまだ参加をされていない、各市町、お話であ

った。広島市ですとか呉市ですとか、そういったところについては企業団を設立した後もですね、引き続

き参加を促すようにという話もありましたので、当然、設立後の参加というのもありうると思っておりま

す。その上で、本町についていってもですね、それは再度企業団のほうに改めて参加をさせていただく可

能性というのは否定出来ないというふうに思っております。冒頭お話をしたように、私としては企業団に

参画をせず、あくまでも町単独で、水道事業もさせていただきながら、水を、ある意味、財産としたまち

づくりというのを進めていきたいと思っておりますが、改めて水道事業が抱えてる課題というのは大変

大きなものがございます。万が一それがやっぱり町単独ではなかなか解決出来ないということになれば

ですね、企業団への参画というのを改めてお願いをしていくということも、やはり考えていく必要はあろ

うかと思っております。またもう一つ、逆にですね、今回判断するにあたって、企業団に参加をしても本

町が抱えている様々な課題、なかなか解決が難しいということでありましたが、参加することによって、

逆に、解決できる可能性ももしかしたら今後あるかもしれないと、それは例えば、これも本当例えばです

けれども、今申し上げたような広島市や呉市とか、そういった経営的に有利な団体さんが入られることに

よって、企業団としても、組織的にも強化をされ、また経営的に楽になっていくと。将来的には、本町の

水道事業も含めてですね、水道料金をもっと下げる可能性も出てくると。そういったようなことが考えら

れるのであれば、あるいは上流下流の関係で、広島市と、この太田下流域の管理も含めて一体的にやれる

ような、そういう要素が出てくればですね、それは当然、参画ということについても考えていかなければ

ならないことだというふうに思っております。以上です。

〇中本正廣議長

小島議員。

〇小島俊二議員
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はい、今後、町としては参加をしないという判断をされたんですが、参加をしないという判断を受けて、

町として、まずすべきことは、どんなことがあるというふうに今考えとるとこでしょうか。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい。まずはするべきことということでございますが、そもそも今回の検討の過程の中でですね、統合

以前の問題として、町としてやっぱり取り組んでおかなければならないことというのも、私自身幾つか、

確認をさせていただいております。一つは水道料金の問題です。本町長年ですね、水道料金を改定してこ

なかった結果、今現状で料金収入だけでは、必要経費の半分も賄えていないという状況です。実はこれ結

果としてですね、 も、本町のこういう地域的な特性考えてもわかります。 もコストがかかりそうな、

土地がらであるにもかかわらず、この水道料金についてはですね、統合に参画しようとした 15 市町の中

でも 2番目に安い料金でございました。この問題は、改めて町としても、今後、しっかりと取り組んでい

く必要があろうかと思います。また、水道事業の対応ですね、これまでの町職員が現場対応も行っており

ましたが、ほかの市町での多くはですね、町職員というか職員ではなくてやはり企業、民間企業さんに委

託をしてる例が多いんですね。本町は、そういった民間企業さんがなかなか町内にも適切なところがなか

ったということもあったのかもしれませんが、結果、漏水があったときにもあるいは夜間も含めてです

ね、町職員が、現場で対応するということが普通でございました。これ町民さんの安心という意味ではで

すね、町職員が担っているということも一つ要素としてあるのかもしれませんが、結果として、現場対応

に町職員がその分時間を割かれる分ですね、本来、町職員がやっておかなければならないこと、それが、

水道のシステムのアップグレードですとか、あるいはサービスの向上、そういった企画をする時間が奪わ

れているようであれば、これある意味本末転倒ではないかと思っておりまして、この点についてはです

ね、私も、水道事業のほうに十分な職員を割くことが出来てなかったじゃないかという反省もあるんです

けれども、今年に入りまして、この水道事業についてはですね、業務の効率化を目的に、各支所で、それ

ぞれ上下水道業務も持ってたんですが、その一部は本庁の建設課に集合させて、業務分担の見直しも行わ

せていただいているところでございます。その上で、今後は町独自で、コスト削減ということも考えてい

かなければなりません。このコスト削減も、従来であればですね、簡易水道をどんどん広げていく、水道

ネットワークをどんどん広げていくということだったんですが、むしろ、本町の地理的特性を考えると、

全てを水道のネットワークにつなげるよりもですね、場合によっては、そこを分離させていただいて、井

戸とか谷水とか、そういう形で、水道のネットワークを見直しをさせていただいたほうが、場合によって

は、コスト全体的に下げる可能性があるんじゃないかということを考えていく必要があろうかと思いま

す。またその上で、本来、やりたかったことでありますけれども、水を財産として捉えるまちづくりとい

うことにも取りかかっていく必要があると思っております。これ具体的なお話は、まだこれからなんです

が、例えば水道の基準ですね、これを通常の基準より 1段厳しい基準を、例えば町独自で設定をさせてい

ただいて、 もおいしい水を提供する町だということで、町の売り込みといいますか、そういったことを

目指すということもありますし、あるいは、先ほど触れました上流と下流の関係を踏まえてですね、広島

市を含む多くの地域に、この太田川流域のですね、水源林の涵養についてもっと関わってもらう必要があ

るんじゃないか。それを町としても、リーダーシップを発揮させていただいて、枠組みをつくらせていた

だくといったことも、進めていきたいなというふうに思っております。そういったまちづくりを進めてい

くためにはですね、その大前提として、町民の皆さんにこの思いを共有をしていただく、あるいはその水
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の大切さというのをですね、やはり町民の皆さんとしっかり議論をして、ということが必要ではないかな

と思っておりますので、そういう議論の場みたいなことも、町内でですが、今後は考えていきたいなとい

うふうに思っております。

〇中本正廣議長

小島議員。

〇小島俊二議員

はい。町では水道ビジョンというので、令和 3年あたりに策定をいたしておりますが、今後単独で水道

運営するにあたり、各地の水道、相当老朽化しているという部分もありますんで、その辺の優先順位と

か、状況について町民のほうに計画を公表する考えはありますか。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい。一つ大きな課題というのはやっぱり老朽化対策だと思っております。もともと本町は平成 29年

度に、安芸太田町の簡易水道事業更新計画というのを立てて、40 年間の、一応スパンで、見直しをこれ

までも進めてこられたわけですが、昨年度、水道事業ビジョンという形で改めて、町内の老朽化対策につ

いて見直しをさせていただいたところでございます。この中身は今御指摘あったようにですね、これまで

の事業計画に対して、その必要性や緊急性を改めて検討させていただきました。また水源からですね、浄

水場までの管路の基幹、基幹管路の更新などについても改めて盛り込ませていただくなど、そういった意

味では、これまでの計画よりもですね、更新の範囲なり、あるいは額も含めて、ちょっと大きなものにな

ると思っております。内容の精査をさせていただきながらですね、また、財政の計画もございますので、

そういったことも踏まえて、踏まえた上で、将来的には、水道ビジョンの、水道事業ビジョンの公開も、

対応させていただかなければならないと思っているところでございます。

〇中本正廣議長

小島議員。

〇小島俊二議員

はい。それと職員の、委託という考え方もあったんですが、県下統一水道については、今後 10年を目

途にというような言葉がありましたので、要は、10 年あれば町職員の育成ということも可能だろうと。

いうふうに思いますんで、来年度以降から、町単独で行くんであれば、町での職員の育成と、いうことも

本腰を入れて検討すべき課題だろうと思いますんで、その辺をまたよろしくお願いします。それと町長が

言われる、水源域だから、水を大切にするというような話もあるんですが、今回の水道事業の意見交換

会、説明会についても参加いたしましたが、非常に参加者がまだまだ少ない、という状態でございます。

町独自で水を守っていこう、それを町の売り物にしていこうということであれば、住民の理解は不可欠だ

ろうというふうに思いますんで、早速水道ビジョンなり類似計画なりでもいいですから、要は水の大切さ

というのを住民の方に訴えて、ようは説明会なり意見交換会なりを実施し、町の方針について、町民の方

が後押しをしていただけるような動きにぜひ持っていけいかれたらというふうに思いますんで、その辺

の考え方をよろしくお願いします。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長
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はい、改めて重要な御指摘だと思っております。人材育成についてはですね、当面は外部のほうから、

専門の技術系の職員を何とか確保したいということでございますが、一方で、そういった方が来てもらっ

たことを契機にですね、庁内でも、やはり人材育成、考えていかなければならないと思っております。今

後取組をさせていただきたいと思っております。また、水を大切にしていく、我々で大切にしていくとい

う思い、これ町だけではなく、町民の皆さんとも共有をしていかなければならないということ、まさに、

御指摘のとおりだと思っております。どういう形でそういった取組をしていくのか、説明会なり、あるい

は何ていうんでしょうか、講演なりそういったいろんな方法があると思います。これから、そこは検討さ

せていただきながらですね、皆さんに御理解をいただき、後押しをいただける、御指摘いただいたような

環境になるようにですね、我々としても、取組をさせていただきたいと思っております。ありがとうござ

います。

〇中本正廣議長

小島議員。

〇小島俊二議員

議会の皆さんの賛同が得られることであれば、私としましても、議会として、安芸太田町は水は非常に

大切な資源なんだというようなことが一緒に発信出来ていけば、大きな力になるんではないかと思いま

すんで、よろしくお願いします。この質問 後になりますが、安芸太田町の水道普及率、約 75％という

ことで残り 25％が地元の水、地元水道と、とか自己水源を利用されている御家庭でございます。この、

安芸太田町単独で水道を維持していくという状況の中で、この地元水道の考え方について、よろしくお願

いします。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい。御指摘のようにですね、今の上水の話、簡易水道の話をさせていただいておりましたが、地元水

道といいますか、地域の組合ですとかあるいは自己水源で、水を確保されてる方が 25 割おられるわけで

ございまして、25％おられるわけでございまして、今のところ、そういった水道については、住民の方が

管理をされておられまして、町としてはですね、整備や修繕に対する補助事業を用意させていただいてい

るのが現状でございます。いろいろ違いはあるんでしょうけれども、 大のメリットというのはやはり、

そういった自己水源確保されてる場合には料金が安いということが 1 番大きなところかなあと。管理も

含めて、自分たちでやっていただいておりますので、そう意味では月々の使用料といいますか、というの

も格段に安いというのが現状だと思います。ただ、 近は、人口減少あるいは高齢化も含めて、だんだん

そういった地元水道の管理というのが難しくなっているという話も聞いております。今後、やはり地元住

民だけでは難しいということであればですね、ある意味、町の支援範囲も含めて検討していく必要があろ

うかなあというふうに考えているところでございます。

〇中本正廣議長

小島議員。

〇小島俊二議員

地元水道、極端に料金が安いというようなところもあるんですけど、結構、安芸太田町の水道料金平均

1400 円あまりというふうに今、月、出ておりますが、私の地元の安野のほうでは、月やっぱり 1400 円あ

まり集めておりますんで、そんなに大きな差異はないというところでございまして、要は町長言われたよ
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うに今もう地域が高齢化して、維持が非常に困難な状況が発生してくるという状況の中で、町として、今

ちょっと若干言葉もありましたが、要は財源問題、要は補助金とか云々かんぬんとは別に、町民の 大限

のインフラである、水は町が守るんだと、いう考え方でよろしいですか。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい、基本的にもうおっしゃるとおりでございます。水道法の中でも、国及び地方公共団体の役割とし

て、水の適切かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならないとあります。まさに、現状、地

元水道については、地域の皆さん方が、施設の設置、それから管理についてはされておられますので、そ

の補助という形で、水道法上の責任を果たしているというところでございますが、だんだん、管理が難し

いということになれば、費用の問題も当然ありますけれども、基本的にはやはり、そういった部分につい

ては、町として対応していかなければならないことになるかなあというふうに思っております。

〇中本正廣議長

小島議員。

〇小島俊二議員

はい。町の整備計画の中でたまたま、遅れて整備が始まって、なかなか今、簡易水道なりの町の水道が

行き届いてない地域がたくさんまだありますが、それを地元水道だからという範疇の中でほっておくの

ではなく、やはり、水というのは 低限のインフラであって、要は憲法でも保障された生存権なり、なん

なりの問題であるという認識を持って、ぜひ 1 人たりとも水が届かない家庭がないように配慮をしてい

ただきたいというふうに思います。この問題、この質問については以上で終わらさせていただきます。

2問目につきましては、今後の町長の政治的立ち位置についてということで、簡単に終わらさせていた

だきます。統合、水道問題等々についてもなかなか厳しい状況に今後なっていくということが想定されま

すが、町長就任以来、国政選挙に中立的立場で臨まれておる部分と、 近については、相当旗色を明確に

されとるというふうに受け止めておるんですが、今後、来月には参議院選挙が執行されます。で、状況に

よれば、この参議院選挙が終われば参議院も衆議院も 3年間、空白、国政選挙がないという、空白の期間

を迎えます。そういった状況の中で、やはり県なり国なり、与党なり政権与党の協力を得るということを

望むのであれば、ここで、この 3年間を見据えて、次期参議院選挙等々に向けて、町長の考え方を一本化

いうか整理されておいたほうがいいんではないかと思いますんで、ぜひ政権政党のほう、いうか現在の町

長の動きを配慮した、考え方でよろしいですね。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

質問が少し、私がちょっと、認識がずれてるかもしれませんが、改めてですね、私自身は基本的には本

件については、就任当初から思いは変わってないつもりでありまして、私自身も、今、どの政党にも所属

をしておりませんし、また町長選挙のときにも、どの政党にも応援依頼していないということでございま

す。また町内でもですね、町民の皆さん自身がいろんな思いを持ちながら選挙に臨まれるわけでございま

して、私自身、首長というのはそういったいろんな方々がおられる中での、町としての代表を務める立場

でもあると思っておりますので、その意味で、特段の事情がない限り、やはり特定の候補者を支援を明確

にするべきではないというのが私自身の今の、今でも引き続きの思いでございます。ただ実際には、御挨
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拶にこられたりですね、また様々な会合にも声をかけていただいております。その点についてはもちろ

ん、町のこれこそ代表として失礼があってはならないという思い、あるいは御支援をいただかなければな

らないという思いもあってですね、基本的には、これまでの国政選挙でも、それぞれ御案内いただいた候

補者や、あるいは出陣式、町内遊説には同席をさせていただいているところでございます。これ引き続

き、これからもそういうスタンスで対応させていただきたいというふうに思ってるところでございます

し、今、議員も御指摘いただきました。とりわけ、現職議員や政権与党とのつながりをつくるということ

をまた私自身の大きな役割だと思っておりますので、首長として、今申し上げたような範囲内で対応はし

っかりとさせていただきたいと思っております。

〇中本正廣議長

小島議員。

〇小島俊二議員

はい、了解いたしました。共に頑張っていきましょう。以上で質問を終わります。

〇中本正廣議長

以上で小島議員の質問を終わります。しばらく休憩といたします。

                休憩 午後３：１０分

                再開 午後３：２０分

〇中本正廣議長

休憩前に引き続き一般質問を続けます。はい、11番、佐々木美知夫議員。

〇佐々木美知夫議員

今日の 後ということで、よろしくお願いをいたします。私、今回 2題ほど通告いたしております。1

点は、コロナ禍による薄れていく地域コミュニティー対策について。もう 1点は、安全安心な児童生徒の

通学路の見直しについて、2点でございます。まず 1点目、コロナ禍による薄れていく地域コミュニティ

ー対策についてを伺います。長引く、コロナウイルス感染症も国内では、やや減少傾向にあるとはいえ、

まだまだ予断の許せない状況下にあります。また、世界を見れば、サル痘なるウイルスが発生し、私の記

憶が正しければ、世界 33 か国、人数は定かでございませんが、感染者が拡大しつつあります。いずれ、

日本にも遅かれ早かれ、上陸してくるのではないかと懸念をいたしております。このような状況がある中

で、町内各振興会では、この 3年間、地域行事やイベントの中止や延期を余儀なくされ、住民の外出機会

も減少し、地域コミュニティーも薄れていく傾向を感じます。特に、高齢化率が 60％近い本町では、感

染したときの重症化を懸念し、外出機会を少なくする傾向があるがために、日頃日常的に、親交のある人

とも会話を何日も交わさないでいるという現状や、地域、各世帯間でも、近所の住民との会話も極端に減

少し、日頃の様子もうかがえないとの意見も多くあります。社会的には、個人情報保護法の過大解釈や、

他人に対し無関心な人たちの増加により人間関係が薄れていく現状もあるかと思いますが、田舎の良さ

である、人情味のある気遣いのある人間関係の築ける本町であると自負しておりますが、思いもよらな

い、全国的なコロナウイルス感染症流行のために、薄れていく地域コミュニティーの存続対策の案があれ

ば、行政としてどのような対策が必要かを伺います。各自治体、それぞれ違った課題もあるかと思います
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が、その解決方法に妙案があれば、お伺いをいたします。

〇中本正廣議長

佐々木議員の質問は一括方式になりますので、よろしくお願いします。

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい。コロナ禍の関連で地域コミュニティー対策ということで御質問いただいております。議会でも何

度かこのテーマについては触れていただいております。 初に申し上げるのもあれですが、なかなか妙案

というのがないといいますか、大変難しい課題だというふうに思っております。御指摘のようにですね、

コロナ禍によって、地域の活動も、減っていく、あるいは隣近所の同士の人付き合いというのもですね、

やはり遠慮されるというようなこともあって、結果、地域の絆といいますか、つながりが薄れていくとい

うことも本当に御指摘のとおりだと思っております。一方でですね、ようやくといいますか 3月 6日に、

広島県の場合蔓延防止措置が終了したわけですが、それ以降、徐々にではありますけれども、地域の活動

についてもですね、あるいは様々なイベントも、少しずつ進めていくというか、改めて復活をさせていく

取組も出てきてはいますけれども、町全体としてはまだまだ進んでいないというのが実態だと思ってお

ります。加えて、これも議員御指摘ありました。今はたまたま減少傾向にありますけれども、また、いつ、

新しい株が出てきて、増えるとも限らないということでございますので、この 2 年を通じて私も思うん

ですが、改めて今後は、コロナがゼロというのはやっぱりなかなか難しいんじゃないかと、ある意味コロ

ナがありながら、どう活動を継続していくかということをやっぱり考えていく必要があると思っており

ます。その意味では、感染症対策というのは常にやはり意識をしながら活動していくということが重要だ

と思いますし、どういう感染症対策をとるかということは、我々もまずは考えていかなければならないん

ですが、いろんな活動をする、町民さんも含めてですね、お考えをいただきながら、やっぱり生活をして

いく必要があるというふうに思っております。その上で、地域コミュニティーのことでございますが、本

町の場合もですね、人的支援ということで、集落支援員、今回改めて今年度に入って、確保するために、

これから募集をかけようと思っております。また地域おこし協力隊についてもですね、そういった意味で

は、自分の活動もしながら、地域に溶け込んで、何とか地域活動を支えてもらうような取組は進めてもら

ってますけれども、それを全町で対応できるかというとなかなか難しい問題がある。あるいは、地域コミ

ュニティーの存続そのものをテーマに、地域おこし協力隊をということになるとですね、じゃ、生業はど

うなるのかということもあって、なかなかそういった意味で、そういった部分での人的支援で、地域コミ

ュニティーを支えるというのはなかなか難しいのではないかという思いも持っております。そういった

ことを諸々考えますとですね、やはり、いつもお話をさせていただきますけれども、これ以上やっぱり人

口が減らない取組、あるいは亡くなっていく方がやっぱり多いもんですから、町外含めて入っていただく

人を増やす、取組というのが根本的には必要なのではないかと思っております。またもう一つはですね、

地域コミュニティーの在り方そのものも、やはり見直しをしていく時期に来てるかと思います。人情味あ

ふれるといいますか、あるいは、日頃からの付き合いを大事にする、それは本町の良い部分でもあると思

いますが、一方で、若い方からすると、それがともすれば、苦手意識につながっていくこともあるという

ことでございますので、そういったことも今後考えながら、どういった形で、コミュニティーを復活をし

ていくのか、引き続き考えさせていただきたいと思っております。その上で、今年度は、これも、ほかの

答弁でも話をさせていただきました。まずは、私も含めてですね、職員がやっぱりもっと地域に出ていく

必要があると思っております。幾つかそういった取組も始めておりますが、改めて、そのことについて私
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も、庁内のほうにはしっかりと指導させていただいて、職員自身がまずは外に出てコミュニケーションを

図っていくと、そこからが 初じゃないかという思いで、今年 1年活動していきたいと思っております。

以上でございます。

〇中本正廣議長

佐々木議員。

〇佐々木美知夫議員

えーとですね、今年、私地域の振興会の会長を任せられましてですね、地域の行事、いろんな意味で、

頭を抱えております。というのがですね、やはり、今までこうして 2年、地域行事を中止ないし延期して

いる関係上、やはり人間っちゅうのは、楽なほうに流れる傾向はあります。今年、このような行事を、や

っていかにゃいけんのじゃないだろうか、というような意見も言ってみるんですが、やはり 2年間、流し

てきたという経緯がありまして、なかなか皆さんの賛同を得ることが出来ません。これが現状であろうか

と思っています。先ほど町長のほうから、地域支援員、地域おこし協力隊、というお話がございました。

役場の職員さんは、どんどん外に出てお話を聞くんだと、いうような方針であるみたいでございますが、

私、これ提案であるんですが、以前、行政の職員による地域担当制、これを実施していた時期がございま

す。その時分、今おられる長尾課長、随分、地域で相談に乗っていただきまして、いろんな意味で、ある

程度、みんなが、一生懸命やってみようと、ましてや地域マスタープラン、また自主防災組織の立ち上げ

等々で協力をいただきました。で、やはり、今、地域で高齢化がどんどんどんどん進んでいます。どうし

ても若い人たちは職を持っておられます。したがって、地域になかなか活動をするのは難しい状況にもあ

るんです。で、どうしても地域を引っ張っていくということになりますと、やはり高齢者の、経験のある

高齢者の協力は外せない。しかし行政の職員さんが、地域支援員となっていただくことによって、ある程

度、もう少し前向きな姿勢が出るのではないかと私は思っております。職員さんにしたら、ちょっと嫌な

相談だと思うんですが、なかなかそういったことを抜きにして、やはり地域、47 自治振興会、以前はお

そらく 2人だったと思うんですが、そういったことをね、今後考えられて、いかれたらと思うんですが、

その辺の考えを、伺います。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい、改めて地域担当制といったことについて御指摘、御提案をいただきました。ちょっとしっかりと

私もこれについては勉強させていただきたいと思います。以前、私も状況を聞いて、逆に言うとなぜこれ

が立ち消えになったのかということもちらっと聞きましたが、一つには、確かに職員がそれぞれ張りつく

というのは、担当としてですね、1担当として張りつくというのは、いいことなのかもしれませんが、例

えば、職員によっては、自分が住んでないところの担当すると、そうなると、自分ところの担当なり、自

分のところの、その集落に何もせずに、ほかの地域ばっかりやってどういうことだと、いったような話も

何かあったやに聞いております。また、地域担当制というのが、取りあえず、この 1年だけでもというこ

とならともかくですね、永続的に事業として考えた場合に、果たしてそれが本当にこう、うまく回ってい

くものなのかあるいは地域の活性化につながっていくのか、そこら辺も、やはり考えていく必要があろう

かなあと。結果的に、担当職員がある意味地域のいろんな何ていうか事務も含めたものも全部担わせる

と、彼に任せとけば大丈夫だということになると、かえって地域活性化、逆になってしまう可能性もある

のじゃないかなというふうに思います。現状はもうそういうレベルを超えてるんだということが多分、議
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員の御指摘ではないかと思いますので、改めて、そういった部分はあるにしてもですね、私なりに 1度、

しっかり勉強させていただいて、町内での取組の結果とかも含めてですね、よりよい方法は考えさせてい

ただきたいなと思っております。以上でございます。

〇中本正廣議長

佐々木議員。

〇佐々木美知夫議員

是非ね、こういう、取り組んでいただきたい。それだけ地域は疲弊しきってます。いろんな行事を、行

うにも、なかなか、住民の皆さんに、いい返事がもらえない現状があります。是非ね、少しでも活力を出

そうとしたら、行政の力を、ある程度頼るしかないんです。その辺を御理解をいただきたいと思います。

で、この質問を終わります。

続いてですね。安全安心な児童生徒の通学路の見直しについて、これ余談になりますが、私、同居して

いる孫が、小学校 1年生になりまして、毎日、小学校は楽しいと言って元気よく歩いて登校をしておりま

す。子どもたちは地域の宝であり、町の将来を担う貴重な人材でございます。そのような意味からも、今

からお尋ねをいたします、安心安全な児童生徒の通学路の見直しを真剣に考えていただきたい。平成 24

年以降、京都府亀山市で、児童の列に車が突入する事故が起こるなど、登下校の事故が相次いで発生し、

これを受けて、文部科学省、国土交通省、警察庁は、通学路の緊急合同点検を実施し、対策一覧表を作成

し、各地で通学路交通安全プログラムが策定をされました。主な対策として、歩道の設置、路肩の拡張、

児童が歩くことを知らせるためのカラー舗装、防護柵の設置、自転車と歩行者が接触しないように区分す

る自転車通行区間の整備、車とすれ違う際に危険とならないように電柱を撤去する等に基づき、各自治体

も作成されていると思われますが、本町は、いかがでしょうか。私も、この通学路に関しては、今までも、

指摘、改善及び変更を求めてきた経緯がありますが、具体的に、改善、変更された実績はないに等しいか

と思いますが、いかがでしょうか。私の記憶では、筒賀 186 号の国道での路面への減速表示の実施がされ

ているのみと思いますが、その他実績があれば御報告ください。 近では戸河内中学校と筒賀中学校の統

合により、安芸太田中学校へ上殿地区、戸河内地区の生徒の皆さんの、自転車通学が増え、私の家の前の

国道を、並んで通学している姿を毎日見ています。大型車や乗用車の交通量の多い朝の時間帯、しかも、

見通しのよい坂道で、速度の出る道路でございます。ましてや、路肩の狭い、事故の巻き添えのある危険

がある国道通学と思われますが、どのように認識されていますか。幸いにも、今回、広島県のほうで、国

道 186 の歩道を、今年度、調査設計という話を昨日聞きました。だけども、この通われる生徒の現状を見

たときに、私は、いつかは起こるであろう事故を想定しています。スクールバス通学が多くなったことも

あると思いますが、通学する児童生徒の安心安全に対する認識が甘くなっておりませんでしょうか。交通

量の多い歩道のない国道通学、また、自転車通学や安全な近道があるにもかかわらず、わざわざ遠回りし

登下校をしている現状をどのように思われるか伺います。通学路は、保護者と学校、教育委員会で決定す

ると伺っておりますが、その決定時期と協議の場は、本町で実施されているのかを伺います。ここで、長

野県の例を 1件。昨年、千葉県八街市で起きた、飲酒運転の大型トラックが、市道の通学路を一列で歩い

ていた児童 5人をはね、2人が死亡、2人が大けがをした悲惨な事故を受けて、長野県では、すぐに学校

が危険箇所をリストアップし、合同点検を実施し、対策を検討している。重点的に点検したのは、見通し

のいい道路や、幹線道路の抜け道と、車の速度が上がりやすい箇所、大型車両の通行が多い箇所、事故に

至らなくても、ヒヤリハット事例があった箇所、保護者、見守り活動者、住民からの改善要望があった箇

所、等で長野県の道路管理において対策が必要とされたのは 546 件、今年 2月時点、514 件が対応を完了
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されたと。残りは、今年度内に完了予定となっているとのことでございます。広島県また本町では、結果

は、どのような件数になっているでしょうか、伺います。私以前勤務していた会社では、危険予知訓練を

再三実施し、事故の撲滅に取り組んできました。通学路での悲惨な事故が起こる前に、今一度、早期に本

気で安心安全な通学路の確保を、保護者、教育委員会、学校、警察との連携で協議されてはいかがでしょ

うか。以上、お答えください。

〇中本正廣議長

園田教育次長。

〇園田哲也教育次長

はい。ただいま、安心安全な児童・生徒通学路の見直しについての御質問をいただいたところでござい

ます。先ほど議員の話の中にもありましたように、平成 24 年にですね、事故が起きまして、その事故の

ことから各種団体が通学における緊急合同点検実施要領、作成をしたところでございます。安芸太田町教

育委員会におきましても、平成 26 年 10 月に安芸太田町通学路交通安全プログラムを策定をしたところ

でございます。この策定の要領にしたがいまして、学校で行う日々の点検とは別に、この方針に定めたと

おりに、広島県西部建設事務所安芸太田支所、山県警察署、町の建設課、教育委員会、学校長、ＰＴＡな

どで構成する通学路の安全推進会議により、旧町村の 3ブロックを、毎年、交互に通学路の合同点検を行

っているところでございます。この合同点検につきましては、昨年度は、加計ブロックを実施、本年度に

つきましては、筒賀ブロックの実施を予定しているところでございます。危険箇所の選定に当たりまして

は、学校、保護者等の意見を聞く中で選定しているところでございまして、合同点検の結果、対策の必要

となった箇所については、具体的な実施メニューを検討し、可能なものから順次対応を行っているもので

ございます。昨年度につきましては、ガードポール等の設置、ラインの引き直し、グリーンベルトの設置

などを行いまして、また、民地部分におきましても、ＰＴＡの働きかけにより、対策が行われているとこ

ろでございます。また、この内容につきましては、学校関係者への情報提供と同時に、町のホームページ

にも掲載を行っており、広く周知を行っているところでございます。小学校、中学校の通学路の選定につ

きましては、特に小学校の通学路の選定につきましては、これまで学校が保護者等の意見をもとに、通学

路の決定をしているところでございます。御質問のありました中学生の自転車通学につきましては、個別

に通学路の指定を行っているものではありませんが、安全対策として、新一年生対象のですね、交通安全

教室を行う、また、危険箇所についてですね、校長が直接確認をしているなどの対応もあわせて行ってい

るものでございます。小学校の通学路の見直しにつきましては、本日の御指摘でありますとか、保護者か

らいただいた御意見、ＰＴＡ等でですね、意見を求めた内容を基にですね、学校の安全点検などを基に、

今後もより安全な通学路の設定について、努めていきたいと、いうところを考えていることでございま

す。また、話がありました、ハード整備、歩道等の設置等につきましてはですね、教育委員会のほうも、

担当部局と連携をいたしまして、引き続き要望活動を行ってまいりたいと思っておりますので、事業の早

期着工等につきましては、議員各位のお力添え、御協力をお願いしたいと考えているところでございま

す。以上でございます。

〇中本正廣議長

橋本町長。

〇橋本博明町長

はい、本件の御質問に関連しましてですね、今、議員も触れていただきましたが、かねてより御要望の

ありました国道 186 号の筒賀天神原地区の歩道の設置について、今年度ようやく測量設計を行うという
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ことを西部事務所のほうから聞いております。引き続きですね、事業としてはできるだけ早期に着手して

いただけるように今後も、県のほうにはしっかりと働きかけをさせていただきたいと思っております。ま

た今後地元説明会ですとか、あるいは用地取得についてもですね、予想されますので、また議員のほうに

も御協力をよろしくお願いしたいと思っております。以上でございます。

〇中本正廣議長

二見教育長。

〇二見吉康教育長

はい。補足をさせていただきます。先日、安芸太田中学校、筒賀小学校それぞれ、学校運営協議会、い

わゆるコミュニティースクールの第 1 回の会議を行いました。その中で特に中学校で参加いただいた委

員の中から、中学生の自転車通学の安全、交通安全についてですね、御心配いただいておりました。そう

いう中で、お気づきをお聞かせていただいて、一列の隊列はきちんと守っているけれども、5台ぐらいが

連なると、車として追い抜きがなかなか難しいと。今後の指導の中で、もう少し隊列の間隔を空けると

か、2台程度までにとどめて、追い抜きしやすいような指導がどうなんだろうかというふうな、具体的な

御指摘もいただきました。それから、安芸太田中学校が統合して、新しい中学になったときですけれど

も、坂原方面から、下ってくる自動車のスピードが非常に速いというふうなことで、中学校正門のところ

に、点滅信号をつけるということをですね、中学校区内の有志の方が発案されて、御存じだと思います

が、夕方になれば、自動点滅で、中学生のですね、横断歩道渡るところの注意喚起を促すというようなこ

と。これは、我々が言うよりも先に、地域の皆さんの力で、やっていただいたというようなことがござい

ます。また、町内では、幾つかの団体が、見守り隊を結成されまして、朝、朝ですね、特に朝、子どもた

ちと一緒に学校まで一緒に歩いていっていただいて安全確認をしていただくというふうなことをやって

いる地域もございますので、教育委員会でなかなか行き届かないところがあれば、そういうことも、地域

の皆さんにも、今後ともお願いをしてまいりたいと思っております。以上でございます。

〇中本正廣議長

佐々木議員。

〇佐々木美知夫議員

保護者の意見等々、聞き入れて現在があるんだというお答えでございます。私ね、これー本当に今の中

学生の話じゃないんですが、何台も連なっていくわけですが、たまたま私の家の前から、上り坂になって

おります。そうしたら一生懸命こがれるわけです。そしたらどうしても、車道のほうに寄ってくる。何台

かは、必ず車はブレーキをかけられている。私これ、案なんですけどね、わざくら国道を通らなくても、

周りに車が少ない道路があるんです。だからどこまで、例えば保護者がどこまで、本気じゃないとは言い

ませんが、そういった具体的なところをね、学校の先生なり保護者と一緒になって、回られたらよく分か

ると思うんです。私も毎日、実は孫を保育所に送ってます。ちょうど中学生が登校する時間帯と重なるん

です。やはり教育はされてるということなんですがね、わざくら、わざくら、そんな危ない国道を通らな

くても、いう思いがあるわけです。先ほども言いましたが、小学生、遠回りして行ってる。わざくら。近

い道があるにもかかわらず。例を言えば、香草。香草、遅越のほうの橋を渡って、遅越の経由で小学校に

通学されていると思いますが、筒賀もそうなんです。今旧ＪＲ跡を一応の通学路にされてます。わざく

ら、それも近い道があるんですよ。それをぐるーとまわって。今後、今から夏になります。暑い中、重た

いリュックサックじゃないね、ランドセルを背負って。そういうことを考えてるんだろうかと、考えるわ

けですよ。私前々から言ってるんですが、私の裏の県道、また、旧ＪＲ線路跡、これをちょっと整備され
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て、通学路にされたら、今現在歩いて行かれてる児童にとっては、近道にもなるし、車も通らない。より

安全な通学路になると思ってます。ほんの少し手を加えるだけで、こういった工夫があるわけです。なぜ

ここまで、教育委員会、警察、町は、協議して、そういう話にならないのかと、私不思議に思ってます。

先ほども言いましたが、危険予知能力を失ったら、何かあった後では絶対に遅いです。以前にも私言いま

した。国道を児童が、学校へ登校するときに、例えば冬季、冬季ですね、以前私、道幅は路肩の寸法を図

りまして40センチしかございません。そこを傘をかぶって、しかも車も結構な速度で走ってるわけです。

近高齢者による、ブレーキとアクセルの踏み間違いとか等々でたくさん事故がございます。私の周りを

見ましても、80 前後がたくさんおられます。誰がどうこうとはないんですが、こういうことが起こらな

い前に、起こる前に、先ほど申しましたように、ようやくこのたび歩道が、いう話なんですが、むしろ遅

いぐらいです。だからそういった取りあえず急がなければならない事は、すぐにでもできるんじゃないか

と思ってるんです。金のかからない、安全な通学路。これを是非ね、考えていっていただきたい。先ほど

言いましたが、長野県の例を出しましたが、広島県、広島県じゃなくてもいいです。安芸太田町内、どれ

だけの危険箇所があって、合同点検やられてますよね。どれだけ危険な箇所があって、どれだけ対策をし

たか。わかれば、報告をしてください。

中本正廣議長

園田教育次長。

〇園田哲也教育次長

はい。再度の質問をいただいたところでございます。通学路等歩いてのところで遅越であるとか、筒賀

地域のところの話を聞かしていただいたところでございます。香草、遅越地域の道路につきましてはです

ね、学校長には確認をしておりますところでございますけど、基本的には、通学班のというところで、よ

り安全な、というところも検討をしながら、今現在、遅越等ですね、地域の子どもたちと一緒に通学班で

登校をしているというところでございます。香草、向こうからもずっと、フレスタのサンシャインのほう

回っていたというようなところもございましたが、今現在は、そっちではなくて、遅越のほうに行って、

いうようなところでございますけど、これについては保護者のほうでもですね、きっちり話をしてという

ところを聞いているところでございます。三郷地域においても、基本的には、1番 初に決めたときにつ

いては当然保護者のほうでもですね、いろいろ協議しながらより安全なところというところで学校のほ

うが、保護者の意見をもとに選定したところでございますが、当然見直しにつきましては、今後、いろい

ろとＰＴＡのほうとも協議しながら進めていきたいと思っているところでございます。対策箇所につき

ましては、昨年度加計地域でございます。ホームページを見てもご覧いただいても、載っとると思うんで

すけど、基本、昨年度については、13 点の、ですね、対策箇所の一覧という形でホームページ等に上げ

させていただいているものでございます。その中で、地域でもお願い、個人の持ち物というところもあり

ます、ＰＴＡの働きかけでですね、ちょうど家を改修するというとこで石垣を直していただいたとか、ブ

ロック等を少し低くしていただいたとか、いうところもあって、基本的には、これまでどおりの対応とい

うところもございますが、基本的には、ここで挙げた 8割についてはですね、線を引き直したり、いうと

ころのものを対応をしているものでございます。基本的にはここで大きな歩道をつくったりというよう

なものの指摘はやって、考えてもないことでございますが、グリーンベルトの設置をしたりとかですね。

歩道のラインを入れたり、まだ歩道ラインが入ってないという箇所も 1、2箇所、今年の 3月末時点では

ですね、まだ、2箇所、3箇所、完了してない地域というのもございますけど、基本的には 8割方のとこ

ろはですね、何らかの対策をとっているというところでございます。
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〇中本正廣議長

佐々木議員。

〇佐々木美知夫議員

いろいろ、対策を講じられているみたいではございますが、私何が言いたいかいったら、もっと、スピ

ードのある、スピードのあるね、対策をしていただきたいんです。これ、長野県の例に出しましたが、今

年度中にもう危険箇所の対策終わるんですよ。500 何件あって、今聞きますと加計が 13 箇所、戸河内も

おそらくあるんではないかと思います。筒賀にも当然あります。そういった地域要望とか、危ないとかい

った対策は、是非、早めて、スピード感を持って対応していただきたい。極端な例も一つ言います。横断

歩道、昔は、たくさん、黄色い横断歩道の渡る旗がございました。今筒賀地域にはございません。なぜだ

ろうとですよね。だからこういうことも、ちょっとしたことなんですが、すぐに対応していただく金のか

からない対応だと思っております。その辺を、是非、早急なる対策をよろしくお願いをいたします。以上

で終わります。

〇中本正廣議長

以上で佐々木議員の質問を終わります。

お諮りします。本日の会議はこの程度にして延会したいと思います。御異議ありませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって本日はこれで延会することに決定いたしました。本日はこれで延会い

たします。

〇河野茂議会事務局長

ご起立願います。一同互礼。

午後 ４時０４分 延会

                                              


